
第 6回  今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会
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第6回 (10月 29日 )今後の介護人材養成の在り方に関する検討会 1 資料 1

:よ り高い矢□識・技術をもつ介護福祉士の養成の在り方に関する論点

①

ス

介護福祉士と比較した「より高い知識・技術」の育成の方向性 (ジェネラリスト型か
ペシヤリスト型か)についてどのように考えるか。

(前回の検討会で出た主な意見)※事務局において適宜要約したもの
>資 格取得後は多様な生活障害をもつ利用者に、予防から看取りまで幅広く対応できる方向で育成し、そ

の後は重度の認知症や各種の障害などに対応できる人材を育成してはどうか。
>幅 広く対応できるというジェネラリスト型の方向性は、介護福祉士の新カリキュラムが目指す方向に一致

しているのではないか。
>介 護の幅は広いので、高齢者への対応、障害児者への対応という形で、スペシャリスト型で検討していく

べきではないか。

>スペシヤリスト型は将来的にはあり得るが、現時点では障害コ対象別に数百時間の研修を組み立てるだ
けの研究口教育の蓄積が少ないため、現時点では、まずはジェネラリスト型で検討すべきではないか。

②

ム

「より高い知識・技術」をもつ介護福祉士が提供する介護サービスの質 (アウトカ
)や、チームケアにおいて担うべき役割をどのように考えるか。

(前回の検討会で出た主な意見)※事務局において適宜要約したもの
>「より高い知識・技術」をもつ介護福祉士には、チーム内における介護技術等の指導という役割を担っても

らうのが妥当ではないか。
>現場では、介護技術等の指導や個別ケアを実現するためのチームケアのマネジメントができる人が求め

られている。
>現場では、より知識があり、実践・検証目指導ができる人が求められている。



③ ②を体現するために、「より高い知識・技術」をもつ介護福祉士は、どのような分野
(テーマ)についての研修が必要か。

また、
るか。

「より高い知識・技術」の認定方法や更新の必要性について、どのように考え

さらに、これらの仕組みを構築・運営して上での職能団体の役割について、どのよう

に考えるか。

(前回の検討会で出た主な意見)※事務局において適宜要約したもの

>考 える介護福祉士として、介護過程の思考方法を現場でのフイールドワークと教育との循環のなかで育

成すべきではないか。
>認 知症ケア、医療的ケア、精神・知的障害者のケア、重度心身障害児のケアについての研修が必要では

4質 い か 。

>資格取得後の一定の実務経験を経た者を認定する仕組みとしてはどうか。

>現 場で働きながら受講できるようにすることが必要ではないか。

>3～ 5年程度の実務経験の人が次のステップとして取り組めるようにすべきではないか。

>看 護師が認定看護師等の制度を作つてきた取組に学ぶべきではないか。

>介 護福祉士会が主体的に役割を果たしていくのが自然であり、事業者団体としても協力していきたい。

>制 度の具現化にあたり、職能団体である介護福祉士会の会員数、組織率を高めるべき。
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これまでの指摘等し

【「社会福祉士及び介護福祉士法」一部改正法衆議院厚生労働委員会附帯決議 (平成19年 11

月)】

〇 社会的援助を必要とする者が増カロしてしヽることにかんがみ、重度の認知症や障害を持つ者等
への対応、サービス管理等の分野において、より専門的対応ができる人材を育成するため、専
門社会福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行うこと。また、介護福祉
士をはじめ、関連分野専門職が社会福祉士となるための必要な履修認定等について検討する
こと。

【社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針 (平成19生色月)】

○ 国家資格等の有資格者について、さらに高い専門性を認証する仕組みの構築を図るなど、従
事者の資質向上に取り組むこと。(職能団体、養成機関の団体その他の関係団体等)

【介護人材の養成の在り方に関する検討会中間まとめ (平成22年8月 )】

○ 介護福祉士資格取得後のさらなるキャリアアップの仕組みとして、専門介護福祉士 (仮称)等
について次の意見があつた。
口医療的ケア、認知症ケア、障害への対応、サービス管理等のマネジメント等も含め専門介護

福祉士 (仮称)について検討すべき。
菫介護福祉士の上位の研修を設け、キヤリアデザインを描ける仕組みとすることが必要。
・ 小規模チームで情報を共有し、介護人材を育成・マネジメントできるリーダーや管理者の育

成が急務であり、ここに一定の支援や評価が必要。
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他資格の例① (琶護師)

目的

役 割

認定要件

認定人数

分野

教育機関

認定機関

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に

対して、水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、

特定の看護分野の知識及び技術を深め、保健医療福祉の

発展に貢献し併せて看護学の向上を図る。

特定の看護分野における卓越した看護実践能力で6つの

役割を果たす。 ①実践②相談③調整④倫理調整⑤教育
⑥研究

①日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許
を有すること

②看護系大学院修士課程修了者で日本看護系大学協議
会専門看護師教育課程基準の所定の単位(総計26単位)

を取得
③実務研修が通算5年以上。そのうち3年間以上は専門看

護分野の実務研修(うち、6ヶ月は修士課程修了後)

④書類審査および筆記試験
※認定後5年ごとに更新審査を実施。

451名 (2010年 4月 現在)

がん看護、精神看護、地域看護、老人看護、小児看護、母

性看護、慢性疾患看護、急性口重症患者看護、感染症看護、
家族支援の10分野 (2010年2月 現在)

60大学院 154課程 (2010年4月 現在 )

日本看護協会

特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用

いて、水準の高い看護実践ができ、看護現場における看

護ケアの広がりと質の向上を図る。

特定の看護分野における熟練した看護実践能力で3つ の

役割を果たす。 ①実践②指導③相談

①日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免
許を有すること
②実務研修5年以上(うち3年以上は認定分野の研修)

③日本看護協会が認定する認定看護師教育課程修了

(6ヶ月・600時間以上)

④筆記試験

※認定後5年ごとの更新審査を実施。

7,363名 (2010年 7月 現在 )

救急看護、皮膚口排泄ケア、集中ケア、緩和ケア、がん化

学療法看護、がん性疼痛看護、訪間看護、感染管理、糖

尿病看護、不妊症看護、新生児集中ケア、透析看護、手

術看護、乳がん看護、摂食餞廉下障害看護、小児救急看

護、認知症看護、1歯卒中リハビリテニション看護、がん放

射線療法看護、慢性呼吸疾患看護、慢性心不全看護の

21分野 (2010年 2月 現在 )

44機関 81課程 (2010年 7月 現在 )

日本看護協会

4出典 :(社 )日 本看護協会のホームページより、福祉基盤課にて作成。



認定分野別の認定看護師数と教育機関数

救急看護

皮膚・排泄ケア

集中ケア

緩和ケア

がん化学療法看護

がん性疼痛看護

感染管理

糖尿病看護

不妊症看護

新生児集中ケア

透析看護

手術看護

訪間看護

乳がん看護

摂食・嘩下障害看護

小児救急看護

認知症看護

脳卒中リハビリテーション看護

がん放射線療法看護

合計

出典 :(社 )日 本看護協会のホームページより、福祉基盤課にて作成
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7,364名
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4
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:           認定看護師の教育課程            :
教育期間 :  6か月以上 (連続した昼間の教育) *通 常6か月間で週5日 (平 日)の 開講。

授業時間数 : 総時間 600時間以上

教員要件 :  専任教員は、当該分野の認定看護師または関連分野の専門看護師資格を有し、その分野におい

て教育上の能力があると認められる者。または、上記と同等以上の能力があると認められる者。

共通科目

(105時間 (+45時間))

専門基礎科目

(90時間 )

専門科目

(165時間 )

学内演習/実習

(255時間 )

<必須>
1 看護管理  2_リ ーダーシップ  3文 献検索・文献購読
4情報管理  5_看護倫理  6指 導  7相 談

<選択>8対 人関係  9_臨床薬理学  10医 療安全管理

1_皮膚・排泄ケア概論

2リハビリテーション概論

3病 態栄養学

4アプライアンス

〔ストーマケア論〕
1 ストーマケア総論

2ストーマケア各論

〔創傷ケア論〕
3創傷ケア総論

4創 傷ケア各論 I

5創傷ケア各論 Ⅱ

〔失禁ケア論〕
6失禁ケア総論

7失 禁ケア各論 I

8_失禁ケア各論 Ⅱ

l臨地実習

2演 習

ノlヽ 言+ 105

ノIヽ 言+  45

30

¬5

15

30

30

30

15

15

15

180

75

総時間数 615時間 (+45時間 )

０

　

５

　

５

３

　

１

　

１
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<認定看護師教育標準カリキュラム (皮膚・排泄ケアの例)>

出典 :(社 )日 本看護協会のホームページ及び平成21年度看護白書 (日本看護協会編)よ り、福祉基盤課にて作成。



認定看護師の認定審査

<認定審査>
審査方法:筆記試験 (マークシート式鳳四肢択一)120分
審査料:  5万円 ※審査は年1回実施
認定料:  5万円(認定審査合格後)※認定の有効期間は5年

受験資格 : ①日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること。
②保健師、助産師及び看護師の資格取得後、実務研修が通算5年 以上であること。

そのうち通算3年以上は特定の認定看護分野の実務研修をしていること。
③日本看護協会が認定した「認定看護師教育課程」を修了していること。

問題 1

客観式一般問題

問題2
客観式状況設定問題

計

20間

20間

40間

50点

100点

150点

共通科目を含めた、各認

定看護分野の教育基準
カリキュラム

<更新審査>
審査方法:書類審査
審査料:  3万 円
認定料:  2万円(認定更新審査合格後)

受験資格 : ①日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること。
②申請時において、認定看護師であること。
③申請時において、過去5年間に下記の看護実践と自己研鑽の実績があること。

・看護実践時間が2,000時間以上に達していること。
・制度委員会で定めた学会及び研究会等への参加や発表、または雑誌発表等

自己研鑽の実績が規定の内容で50点以上に達していること。
※ 例えば、学会に参加し、筆頭者として研究発表した場合には10点が付与される。

出典 :(社 )日 本看護協会のホームページより、福祉基盤課にて作成。



看

一

定

一

認

一

護師制度と診療報酎‖について

救急看護、皮膚・排泄ケア

集中ケア

緩和ケア、がん化学療法看護、
がん性疼痛看護、感染管理

新生児集中ケア

乳がん看護

摂食・哺下障害看護、
小児救急看護

1995年  制度発足

1997年  第1回認定審査

1998年

2001`平

2003年

2004年

2006年

2008年 がん放射線療法看護

緩和ケア診療加算 :緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行う場合の評価
″ 緩和ケア、がん性疼痛看護、がん化学療法、乳がん看護の認定看護師

褥清患者ハイリスク加算 :褥清予防・管理が難しく重点的な褥清ケアが必要な患者に

対し、適切な褥清予防・治療のための予防治療計画に基
づく総合的な褥清対策を継続して実施した場合の評価

´ 皮膚・排泄ケアの認定看護師

″ 緩和ケア診療加算の算定要件に、がん放射線療法看護の認定看護師が追加

感染防止対策加算 :感染防止対策のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬
の適正使用、職員の感染防止等を行うことで、院内感染防止を

行うことを評価
″ 感染管理認定看護師

がん患者カウンセリング料 :がんの診断及び治療方針の説明を行う際に、当該患者
に対して多面的に配慮した環境で丁寧な説明を行つた

場合の評価
ル 緩和ケア、がん性疼痛看護、がん化学療法、がん放射線療法、乳がん看護、

摂食・臓下障害看護、皮膚・排泄ケアの認定看護師

呼吸ケアチーム加算 :一般病棟において、医師、看護師、臨床工学技士、理学療法

士などからなるチームにより、人工呼吸器の離脱に向け、適

切な呼吸器設定や口腔状態の管理等を総合的に行う場合の

言平{面

>集中ケア、新生児集中ケア、救急看護、小児救急看護の認定看護師

2010年

8出典 :(社 )日 本看護協会のホームページ及び厚生労働省資料より、福祉基盤課にて作成。



2009年認定看護師新規認定者活動状況調査結果 (抜粋)

<在学中の勤務形態>
出張 47.5% 研修 31.1%
休職 13.0% 退職 3.9% その他 4.5%

<給与の支給状況>
全額支給 28.6% 基本給のみ支給 54.9%
一部支給 7.0%  無給 7.5% その他 1.9%

<所属施設による入学金や研修費など学費援助の有無>
支給なし 54.1% 全額支給あり 29.8% 一部支給あり 16.0%

<資格取得後の変化>
○所属施設

同じ 93.4% 同一設置主体内で転勤 3.0% 転職 3.7%
○勤務条件・給与待遇の変化

変化なし 63.9%
職位のみ上がる 1.4% 職位が上がり、それに伴う昇給がある 4.4%
定期外昇給がある O.7%認 定看護師として手当がつく 15.0%
認定分野の活動がしやすい部署へ異動 9.5%
認定分野の活動と直接関係ない部署へ異動 0.7%
その他 4.5%

出典 :(社 )日 本看護協会のホームページより、福祉基盤課にて作成。 9



他資格の例② (社会福祉士)【検討中】       :

活動

役割

認定要件

認定人数

分野

教育機関

認定機関

・所属組織における相談援助部門のリーダー

・高齢者福祉や医療等の専門分野における支援方

法や既存制度の活用に関する実践的な知識を持

ち、他職種と連携して、複雑な生活課題のある利
用者に対して的確な相談援助を実践

①複数の課題のあるケースヘの対応
②職場内のリーダーシップ、実習指導
③地域や外部機関との窓口、緊急対応、苦情対応
④他職種連携、職場内コーディネート等

①社会福祉士資格
②認められた職能団体の正会員
③相談援助実務経験5年以上
④認められた機関での研修の受講(30単位以上)

⑤定められた実績(研修受講履歴、実務経験の実
績評価)

⑥試験に合格

※5年で更新制

平成24年度より制度試行予定

高齢分野、障害分野、児童分野、医療分野、地域
社会口他文化分野等

職能団体、養成機関等

第二者機関(登録は日本社会福祉士会)

・所属組織のリーダーとしての活動に加えて、地域活動にも積極的
に従事(地域包括支援センター運営協議会、障害者自立支援協
議会、要保護児童対策協議会への参加等)

・関係機関と協働し、地域における権利擁護の仕組みづくりや新た
な福祉サービスの開発に積極的に関与

・体系的な理論と臨床経験に基づき人材を育成・指導

①指導・スーパービジョン

②苦情解決、リスクマネジメントなど組織のシステムづくりや改革
③地域の機関間連携のシステムづくり、福祉政策形成への関与
④科学的根拠に基づく実践の指導、実践の検証や根拠の蓄積

①社会福祉士資格
②認められた職能団体の正会員
③認定社会福祉士取得後相談援助実務経験5年以上

④認められた機関での研修の受講(30単位以上)

⑤定められた実績 (研修受講履歴、実務経験の実績評価)

⑥試験に合格
⑦基準を満たした論文の発表または認められた学会発表

※5年で更新制

平成24年度より制度試行予定

自らの分野における実践に加え、複数の分野にまたがる地域の課
題について実践口連携口教育

職能団体、養成機関等

第三者機関(登録は日本社会福祉士会)

※平成24年度制度試行予定であり、今後変更があり得る。

出典 :「 専門社会福祉士認定システム構築に向けた基礎研究事業報告書」((社 )日 本社会福祉士会)より、福祉基盤課にて作成。 10



介護職員に占める介護福祉士の害」含の推移 (実人員)

(メ、)

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

:  :介護職員 (介護福祉士未取得者 )

申 介護職員 (介護福祉士取得者 )

一▲一介護職員のうち、介護福祉士の割合

241%

200%

150%

――J  100%

平成 12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成 19年 平成20年

単位 :人 (実数 )

平成 12年 平成 13年 平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 平 成 19年 平成 20年度

合  計

【介護職員】 548,924 661,588 755,810 884,981 1,002,144 1,124,691 1,171,812 1,241,727 1,279,732

《介護職員》(介護福祉士数把握可
能な施設・サービスのみ)[a]

543.780 650.386 734,214 844,517 917,892 1,124,691 1,171,812 1,241,727 1,279,732

(うち介護福祉士数 )[b] 131,554 156,436 176.257 194,567 219,331 263,048 300.567 355,659 405602

介護 職 員のうち、介 護福 祉 士 の割 合

[b/a*100]
242% 241% 240% 230% 239% 234% 256% 2860/ 317%

※平成19年以降の在宅サービスには、「夜間対応型訪間介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護J、「地域密着型介護
老人福祉施設」に勤務する介護職員数を含む。

資料出所 :「 介護サービス施設・事業所調査」(厚生労働省大臣官房統計情報部 ) 11

※



介護福祉士登録者の推移
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注 :人数は、各年度9月 末の登録者数。 12



第 6回 (10月 29日 )今後の介護人

介護職員の方々からのヒアリングについて

ヒアリング事項

(こ れまでのキャリア等)

① 自己紹介 (氏名、勤務先など)

② これまでの職歴や、受けたことがある主な研修

併せて、今後のキャリア形成 (目 標)に関する具体的な考え

(介護福祉士の資格取得について)

③ 今後、介護福祉士の試験を受験するために、6月 (600時間)

以上の研修を受けなければならなくなる点について

④ 介護職員の方々が、働きながらでも6月 (600時間)以上の

研修を受けられるようにするために必要と考える支援策

2.本国御意見をいただく介護職員の方々 (五十音順 )

井 伊  江梨子 様  (宇和島介護保険事業所)

れ
苑』昭〔

“
光一芦江

だ
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岡
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泉

(豊玉北デイサービスセンター)

わ   わ

(本国θD車含)
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(グループホーム麻生 )



第6回 (10月 29日 )今後の介護人材養成の在り方に関する検討会 1 資料3

f'jI n;g?Htrttt-=6*To*v t)vt\70EDfif;r€d66ffifi 
l: -- - -

○ 介護福祉士に至るまでのキャリアパスの在 り方を検討 していく上では、多様
な経歴の人々が介護の仕事に参入できるよう間口を維持 しつつ、段階的な技能形
成を可能にすることで、量の確保と資質の向上が両立できるようにすることを基
本とする。

○ その上で、以下の点について、どのように考えてい<べきか。

① 介護職員が働きなが ら段階的にステ ップアップできるような研修受講が可
能 となるような研修体系の在 り方
(具体例)

ア 6月 研修 (いわゆる600時間課程)、 介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修 (ホー
ムヘルパー研修)等の関係の整理

イ 各段階の介護職員の役割、求められる能力、キャリア等の関係の整理

② 介護職員が身近な地域で無理なく効率的に学習できるような仕組みづくり
(具体例)

ア 多様な教育資源を活用した、多様な方法で学習できる方策 (学習効果を確保しつつ、
無理のない学習方法の開発)

イ ー定の要件を満たす研修受講歴を読み替える仕組み (「一定の要件」の考え方)



1今後の介護人材養成の在り方に関する検討会 中間まとめ概要

|    ～現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の
1    在り方等に関する意見の要点と今後の検討の方向性について～

(平成22年 8月 13日 )

1.検討の背景

○ 介護福祉士の資格取得方法については、その資質向上を図る観点から:平成19年■i

度に法改正を行い:、 実務経験ル下卜(改正前は実務3年十国家試験)に 6月 (600時間|>|

以上の課程を新たに義務付け、平成24年度より施行することとされたところ。■■■■■■

○ しかしながら、これによる資質向上が期待される一方、現在の介護分野において1ま

=|離職率が高く、地域によつては人手不足が生じている等の課題があり、介護1人1材|の量■
1的な確保に向けた見直しが必要との意見がある。 ||        ■|■1■■■■|

○|このた.め 、資:質 向上と量的確保が可能な限り両立されるよう、介護分野の現1状に日「じ
|た介護福祉士養成の在り方について検討を行うとともに、介護職員全体のキヤリアラ■|
|ダ丁構築に資するため、介護人材養成の今後の具体像も併せて検討を行うもの

=■
■■

2.検討にあたっての調査の実施等について

○ 介護職員:研1修等実施状況調査の結果について     ■|■■■|■■|

OI介‐護福祉士の資格1取得方法の見直しに関するご意見募集の結:果「
=|つ

いて

2



3.意見の要点と今後の検討の方向性について

【介護福祉士資格取得までの養成の在り方について】            ‐    |
○‐多様な経歴の人々が介護の仕事全参1入でき′



【研修の実施方法について】

○ 実務者が身近な地域で、無理なく、効率的に学習でき―るよう、多様な教育資源を活用し、多様
す研修受講歴を読み替:え―る:仕組み‐等を言毒ずるベ

に|1従事1者|は自ら資1質 |の詢1上に1努めることI事1業|

1募鷹篇 塞霞籠撃喜8騨欄  警:艦1 鶏当彎f警詞:

1%曇撃塞鏡に期讐,鎌属:な猛芦訴瑠瑾弊1輔1慰‐1‐1尋TF「11,千「否
10■国1ま介護1職1員|の1資1質向:上|の,努力|を促1進|する報酬1体1系1等|の,あり方にういて検1討す|べきよ■■|

|【施1行時期:等について】11111● ||■11■|■|■‐■|||■■|■■|■ |■1■■|■■■■■■■■■■■■

10●医療的|ケ|ア実施に係る教:育内容等|の1検1討t介護福祉士1資格取1得|1至|るまで|の研1修体1系|の1再

11編と施行準‐備it時間
―
を要するためtl介護福祉士:の実務経験ル■ドにつ|ヽて1ま見直したう|えで|:そ

111の施行は平‐成24年度から31年程度延期|すべ|き子なお、実務1経験ル|■卜の1教育1課程|の1再編にあ||
■||たうてはI事1業1者|1従1事者が対応できるものとす|べき:■|■●1■■|●■■■■■■|■|■■■■■

10■養成施設ル:■卜|へ|の 国家試験1受験義1務付けの施行1時1期1こういても
=併

|せ|て見1直しを検言寸す●
■|べ:きII■■■■●●■|■■■■||■■|●IIII●■■|■■■■■||■ |■1■|■■|■|●|■■■|■■|■

4
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(注 )働きながらステップアップをしていく場合のイメージである。

さらにT定の

実務経験後

より高い知識「技術
をもつ介護福祉士

介護福祉士

【求められる介護福祉士像】
1.尊厳を支えるケアの実践
2.現場で必要とされる実践的能力
3.自 立支援を重視し、これからの介護ニーズ、政策に

も対応できる
4.施設・地域 (在宅)を通じた汎用性ある能力
5.心理的口社会的支援の重視
6.予防からリハビリテーション、看取りまで、利用者の

状態の変化に対応できる
7.多職種協働によるチームケア
8.一人でも基本的な対応ができる
9.「個別ケア」の実践
10.利用者・家族、チームに対するコミュニケーション
能力や的確な記録 =記述力

11.関連領域の基本的な理解
12高い倫理性の保持

実務3年程度

従事者が働きながらス

テップアップができるよ
う、研修体系を整理

ホームヘルパー2級等
○在宅・施設で働く上で必要となる基本的な知識・技
術を習得し、指示を受けながら、介護業務を実践

5

就業時



訪間介護員 (ホームヘルバT)1級 研修課程

区分 科  目 時間数 備  考

講

義

老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義 10時間 演習を行う。

障害者福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講
圭
我

7時間 演習を行う。

社会保障制度に関する講義 3時間

介護技術に関する講義 28時間 事例の検討に関する講義は4時間以上

主任訪間介護員が行う他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との連携等に関する講義
20時間 事例の検討に関する講義を行う。

医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 16時 間

演

習

居宅介護支援に関する演習 6時間

介護技術に関する演習 30時間

処遇が困難な事例に関する演習 20時間

福祉用具の操作法に関する演習 6時間

実

習

介護実習 76時間

認知症の症状を呈する老人等に対する介護実習、主任訪間介護員
が行う他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連
携等に関する実習、老人デイサービスの業務に関する実習、訪間看

護に関する実習及び地域包括支援センター又は老人介護支援セン

ターの業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討を行
う。

福祉事務所、保健所等の老人保健福祉に係る公的機関の見学 8時間

△
ロ

ユ
ー

一言

ロ 230時間

6※講義 (84時間)うち72時間までは通信により受講可能



訪Fo5介護員 (ホームヘルバー)2級研修課程

区分 科  目 時間数 備 考

糞
碑

圭
我

社会福祉の基本的な理念及び福祉サニビスを提供する際の基本的な
考え方に関する講義

6時間

老人保健福祉及び障害者福祉に係る制度及びサービス並びに社会保
障制度に関する講義

6時間

訪間介護に関する講義 5時間 訪問介護員の職業倫理に関する講義は2時間以上

老人及び障害者の疾病、障害等に関する講義 14時間

介護技術に関する講義 11時間 事例の検討に関する講義は4時間以上

家事援助の方法に関する講義 4時間

相談援助に関する講義 4時間

医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 8時間

演

習

福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習 4時間

介護技術に関する演習 30時 間

訪間介護計画の作成等に関する演習 5時間

レクリエーションに関する演習 3時間

実

習

介護実習 24時間
特別養護老人ホーム等における介護実習及び訪間介護に関する実
習を行う。

老人デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学 6時間

△
口 計 130時間

7
※講義 (58時間)のうち52時間までは通信により受講可能



研修の目的・概要

○ 目的

介護職員基礎研修は、介護職員として介護サービスに従事 し

ようとする者を対象とした基礎的な職業教育として、対人理解

や対人援助の基本的な視点と理念、専門的な職業人として職務

にあたる上での基本姿勢、基礎的な知識・技術等を修得させる

とともに、介護職員については将来的には、任用資格は介護福

祉士を基本とすべきであることを踏まえて、より専門的な知

識・技術を修得するための機会とすることを目的とする。

○ 実施主体

介護職員基礎研修の実施主体は、都道府県知事又は都道府県

知事の指定した者とする。

○ 対象者

介護福祉士資格を所持 しない者で、今後介護職員として従事

しようとする者若しくは現任の介護職員とする。

○ 研修科目及び研修時間数等

別表の通り

○ その他
・ 平成 18年度に創設
・ 訪問介護員養成研修修了者については、受講科目を一部免

除。
・ 各科目ごとに研修機関が修得度を評価。
・ 研修事業者が教育体制 (講師、設備等)等の情報項目を開

・ 認知症高齢者へのケアや医療・看護との連携等に関する内

容を充実。
・ 講義と演習を一体的に実施。

<500時間>

基礎理解こその展開 (360時間 )

一講義・演習を一体的に実施―

¬ 生活支援の理念と介護
における尊厳の理解 (30D

2 老人、障害者等が活用
する制度及びサー ビスの理
角翠(30H)

3 老人、障害者等の疾病、
障害等に関する理解 (30H)

4 認知症の理解 (30H)

5 介護におけるコミュニケーショ
ンと介護技術 (90H)

6 生活支援と家事援助技
術テ(30H)

7 医療及び看護を提供す
る者との連携 (30H)

8 介護における社会福祉
援助技術 (30H)

9 生活支援のためのアセ
スメン トと計画 (30H)

10 介護職員の倫理 と職務
(30H)

|※ 165時 間/360時 間は通信課

実習 (140時間)

※ 指定研修事業者数
研修修了者数

従事者数

284事 業者 (平成 21年 10月 1

6,453人 (平成 21年 3月 31
2,317人 (平成 19年 10月 1

日現在)

日現在)

日現在)8



〔
1 実務経験が1年以上の訪問介護員季成研修2級課程修了者

〔
2実務経験 1年未満の訪間介護員養成研修2級課程修了者

科 目 通信時間 総時間

1.生活支援の理念と介護における尊厳の理解
15時間 30時間

8.介護における社会福祉援助技術

4.認知症の理解 15時間 30時間

5.介護におけるコミュニケーションと介護技術 10時間 30時間

7.医療及び看護を提供する者との連携 15時間 30時間

9.生活支援のためのアセスメントと計画 15時間 30時間

合 計 70時間 150時間

1.生活支援の理念と介護における尊厳の理解
15時間 30時間8.介護における社会福祉援助技術

4.認知症の理解 15時間 30時間

5,介護におけるコミュニケーションと介護技術 30時間 90時間

7.医療及び看護を提供する者との連携 15時間 30時間

9.生活支援のためのアセスメントと計画 15時間 30時間

合 計 90時間 210時間

9



〔
3実 務経験 1年以上の訪間介護員養成研修 1級課程修了者  〕

科 目 通信時間 総時間

1.生活支援の理念と介護における尊厳の理解
15時間 30時間

8.介護における社会福祉援助技術

7.医療及び看護を提供する者との連携 15時間 30時間

合 計 30時間 60時間

〔
4.「その他の者」(実務経験 1年 以上)   

〕

†.生活支援の理念と介護における尊厳の理解 15時間 30時間

2.老人、障害者等が活用する制度及びサービスの理解 15時間 30時間

3.老人、障害者等の疾病、障害等に対する理解 15時間 30時間

4.言忍矢日症の理解 15時間 30時間

5.介護におけるコミュニケーションと介護技術 10時間 30時間

6.生活支援と家事援助技術 15時間 30時間

7.医療及び看護を提供する者との連携 15時間 30時間

8.介護における社会福祉援助技術 15時間 30時間

9.生活支援のためのアセスメントと計画 15時間 30時間

10.介護職員の倫理と職務 15時間 30時間

△
ロ 計 145時間 300時間

10



訪間介護員養威研修2級課程||(130時間).と介護職員基礎研修 |(500時間)|のカリキ三ラム比較 ■ ■||

介護職員基礎研修は、ヘルパー2級研修のカリキュラムと比較 して、認矢□症の理解や医療 。看護の連携といった科目を倉」設し、
介護技術に関する科目について大幅に時間数を伸ばしている。

1 講 義 (58H) 基礎理解とその展開 (360日寺間)

一講義・演習を一体的に実施―■
1日 :`生曹支磯b・蓮蒼苫芥護

・
に
・
おiヂる葦巌

・
1

の理解(30H)

の理解(30H)

5.介護におけるコミュニケーションと介護技術

と家事援助技術(30H)

7.医 療及び看護を提供する者との

における

のためのアセスメントと

社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを
提供する際の基本的な考え方に関する講義 (6H)

老人保健福祉及び障害者福祉に係る制度及びサービ
ス並びに社会保障制度に関する講義 (6H)

2.老 人、障害者等が活用する制度及び
サービスの理解(30H)

訪問介護に関する講義 (5H)

老人及び障害者の疾病、障害等に関する講義
(14H) の疾病、障害等に

関する理解(30H)
介護技術に関する講義 (1¬ H)

家事援助の方法に関する講義 (4H)

相談援助に関する講義 (4H)

医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する
講義 (8H)

2 演 習 (42H)

福祉サービスを提供する際の基本的な態度に
関する演習 (4H)

介護技術に関する演習 (30H)

訪間介護計画の作成等に関する演習 (5H)

レクリエーションに関する演習 (3H)

3 実 習 (30H) 10.介護職員の倫理と職務 (30H)

介護実習 (注 )(24H)

老人デイサービスセンター等のサービス提供現場の
見学 (6H) 実習 (140時間 )



社会福祉土及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の概要

(平成19年 12月 5日 /Ak布
)

1定義規定の見直し

① 介護福祉士の業務 :「 入浴、排せつ、食事その他の
介護」から「心身の状況に応じた介護」に改正する。

② 社会福祉士の業務:福祉サービスを提供する者又
は医師等の保健医療サービスを提供する者その他の
関係者との連絡・調整を明確化する。

3資格取得方法の見直し
【介護福祉

①「養成施設」卒業者は、資格を取得するためには、
新たに国家試験を受験する仕組みとする。

② 「福祉系高校」について、教科目・時間数だけでなく
新たに教員要件、教科目の内容等にも基準を課すと
ともに、文部科学大臣口厚生労働大臣の指導監督に
服する仕組みとする。

③「実務経験」(3年以上)に加え、新たに6月 以上の養
成課程 (通信等)を経た上で国家試験を受験する仕組
みとする。

2義務規定の見直し

① 個人の尊厳を保持し、その有する能力日適性に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の
立場に立って、誠実に業務を行わなければならない。

② 介護福祉士は認知症等の心身の状況等に応じ、社会
福祉士は地域に即した創意と工夫を行い、業務を行わ
なければならない。

③ サービスが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉
サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者そ
の他の関係者との連携を保たなければならない。

④ 資格取得後も、社会福祉・介護を取り巻く環境の変化
に適応するため、知識・技能の向上に努めなければなら
ない。

【社会福祉士】

④ 「行政職」経験に加え、新たに6月 以上の養成課程
を経た上で国家試験を受験する仕組みとする。

4社会福祉士の任用・活用の促進

① 社会福祉主事養成課程を修了後、2年以上の実務
経験を有し6月 以上の養成課程を経たものに、新たに
国家試験の受験資格を付与する。

② 身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の任用資
格として、社会福祉士を位置付ける。

施行期日

公布日:定義規定口義務規定の見直し、社会福祉士の任用資格としての位置付けの拡大(1、 2及び4② )

平成21年4月 1日 :介護福祉士の教育内容の充実、社会福祉士の資格取得方法の見直し(3②・④及び4① )

平成24年4月 1日 :介護福祉士の資格取得方法の見直し
(3①「③) *平成25年 1月 試験から実施 12



介護福祉壺の資糟融繹簿法の見直し

平成 1 9年の「社会福祉士及び介言隻福祉士法」の一部改正により、すべての者
は 一 プロセスを経た後に

福祉系高校ルート

という形で

実務経験ルート

4日

法の一元化が図られたところ。

養成施設ルート

―ユ

国 家 試 験

福祉系高校

【平成24年度施行】 国家 試験     【平成24年度施行】

実務経験

3年以上

養成施設6月 以上

(600
+

【参考】現行の資格取得者数等の状況

平成21年度資格取得者 これまでの資格取得者数の累計

養成施設ルート 約11万人(約 139%) 約265万人 (約 322%)

福祉系高校ルート 約05万人 (約63%)
約557万人 (約678%)

実務経験ルート 約63万 人 (約 798%)

合 計 約79万人 約822万人

*平成21年度の国家試験の状況

・受験者数 約15.4万人

・合格者数 約 7.7万 人

(合格率約50.2%)
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第 6回 (10月 29日 )今 後の介護 人材養成の在 り方に関す る検討会 1資 料 4

第 5回今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会議事録

1 日 時 :平 成 22年 10月 12日 (火 )16:28～ 18:18

2 場 所 :全 国都市会館  3階 第 2会議室

3 議 事

○ 介護福祉士によるたんの吸引等について

○ 今後の介護人材養成体系について

○ よ り高い知識・技術をもつ介護福祉士の養成について

○ その他

4 議事の内容

○駒村委員長  こんにちは。定刻よ り少 し早いです けれ ども、今 日出席予定の委員の方全員そ ろい

ま したので、ただいまよ り、第 5回 「今後の介護人材養成の在 り方に関す る検討会」を開催いた し

ます。

委員の先生方におかれま しては、御多用のところ御出席いただきま して、大変ありが とうござい

ます。

まず、本 国の委員の出欠状況について、事務局よ り御報告をお願いいた します。

O事務局 本 日は、川原委員、是枝委員、樋 口委員及び堀田委員が御欠席 との御連絡をいただいて

お ります。また、中尾委員の代理 といた しま して、全国ホームヘルパー協議会の高橋副会長に、平

川委員の代理 といた しま して、介護老人保健施設グ リー ンガーデン橋本の光山理事長にお越 しいた

だいてお ります。

なお、事務局の方で異動が ございま したので、紹介をさせていただきます。

まず、寺尾総務課長でございます。寺尾につきま しては、今回か ら新たに出席 させていただきた

いと存 じます。

定塚福祉基盤課長でございます。

川又振興課長でございます。

続 きま して、本 日配付いた してお ります資料の確認をさせていただきます。

本 日は、資料 1か ら資料 5及 び参考資料 1、 2を 配付 させていただいてお ります。欠けている資

料等 ございま した ら、事務局までお申 し出 ください。

なお、机上のファイルは前回までの資料でございます。乱丁、落丁ございま した ら、併せて事務

局までお申 し出 ください :



以上でございます。

○駒村委員長 それでは、議事に入りたいと思います。本日は、議事 1、 「介護福祉士によるたん

の吸引等について」、議事 2、 「今後の介護人材養成体系について」及び「より高い知識・技術をも

つ介護福祉士の養成について」議論 していきたいと思います。

まず、議事 1に ついて、資料に関する説明を事務局からお願いいたします。

○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料 ¬と資料 2に ついて説明をさせていただきますので、

お手元にお開きください。

まず、資料 1に ついてでございます。「今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会スケジュー

ル (案 )」 としてございます。今後の予定について、こういうことではどうかということを並べて

おりますので、御確認をいただきたいと思います。

まず、本 日 10月 12日 でございますが、第 5回 検討会 としま して、今、座長か ら御紹介 ありま し

たように、「介護福祉士によるたんの吸引等について」議論いただき、その後、「今後の介護人材養

成体系について」、全体の在 り方について御確認をいただいた後、「よ り高い知識・技術をもつ介護

福祉士の養成について」、論点について御議論賜ればと考えてお ります。

その後、10月 下旬には、第 6回検討会 といた しま して、今 日に引き続 き、「よ り高い知識・技術

をもつ介護福祉士の養成について」議論いただき、また、新 たな議題 として、「介護福祉士に至 る

までのキャ リアパスの在 り方について」御議論いただければと思います。

この第 6回検討会につきま しては、後ほどご案内させていただきますけれ ども、29日 (金 )午前

中ではどうか と考 えているところでございます。

11月 には、第 フ回検討会を開催 し、「介護福祉士に至 るまでのキ ャリアパスの在 り方について」、

2回 目の御議論 をお願 いできればと思 ってお ります。

その後、第 8回 検討会におきま して、「報告書案について」律,議 論いただき、可能であれば、 こ

の時点で報告書の取 りまとめをいただければ と思 ってお ります。

なお、それでま とまらない場合におきま しては、第 9回 もあ り得 るということで考 えているとこ

ろでございます。

スケジュァルの方、よろ しければ、たんの吸引に関 します御議論 をお願いできればと思 いますの

で、資料 2を お開 きいただきたいと思 います。たんの吸引につきま しては、本 日御議論いただきた

いのは、 1ペ ー ジ ロに書いてございます、論点としてあるところで ございますが、その前 に、この

たんの吸引に関 します これまでの経緯について、資料の 2ページロ以降、かいつまんで御紹介 した

いと思います。

資料 2の 2ペ ー ジロをお開きいただければと思います。 A4横 の表になつてお りますが、「介護

職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会」でございます。当検討会

におきま しても、たんの吸引の検討会における議論があるということは御紹介 したと思いますけれ

ども、改めて、今の現状 どうなっているか ということを簡単に御紹介 したいと思います。

趣 旨で ございますが、「これ まで、当面のやむを得ず必要な措置 と して、在宅・特別養護老人ホ

ーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養の うちの一定の行為 を実施す る



ことを運用によつて認めてきた。しか しなが ら、こうした運用による対応については、そもそも法

律によ り位置づけるべ きではないか、あるいはグループホーム・有料老人ホームや障害者施設等に

おいては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべ きで

はないか等の課題が指摘 されている。こうしたことか ら、たんの吸引等が必要な者に対 して、必要

なケアをよ り安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在 り方

等について、検討 を行 う」 としてあるところでございます。

「検討課題」は、資料にあ りますような 3つ の視点で検討課題 をいただ くということにな つてお

ります。

「構成員」につきま しては、ここに御出席の方の中にもこちらの介護 人材養成検討会の委員 と重

なつてお られる方がいらっしゃいます。因先生、中尾先生、河原先生、桝田先生は、このたんの吸

引検討会 にも御出席 をいただいてお りますので、内容については御存 じのことかと思います。

このたんの吸引検討会は、一番下にあ りますように、 7月 5日 か ら8月 9日 に至るまで 4回 ほ ど

開催 され ま して、今後、試行事業を行い、その実施 と検証を踏まえた後 (年度内に制度の在 り方に

ついて取 りまとめを行 うということになつています。

3ペー ジロに、現状について書いてございます。試行事業を実施 しよ うとしているわ けですが、

その試行事業の実施に当たつての考え方 ということで、事務局の方で取 りまとめま した資料が この

3ペ ー ジ ロでございます。上の黄色い四角の ところに書 いてあ ります とおり、「以下の基本的考 え

方等の議論 を踏まえ、特定の者を対象 とする場合 を含め、試行事業を実施 し、研修の効果や医療安

全の確保 な どについて検証を行 う。具体的な制度、教育・研修の在 り方については、試行事業の実

施状況も踏まえ、更に検討を行 う」としてあるところでございます。

左下の方 、【基本的な考え方】では、「必要な人に必要なサー ビスを安全に提供。医行為に関す る

現行の基本的な考 え方の変更 を行 うような議論は、当検討会の役害1で はな く、現行の在 り方の中で、

年度内の できるだけ早い時期に結論。現在検討中の具体案 と現行の医事法制との整理については、

引き続 き、議論」 とされてお ります。

そのほか、【主 と して考慮すべ き事項】 としま して、右側の方ですが、不利益な変更が生 じない

ようにす る。あるいは介護職員等の処遇改善に資する方向で議論する。あるいは、安全の確保につ

いて納得できる仕組みにする。教育・研修の在 り方については、不特定多数の者 を対象 とする安全

性 を標準 とするけれ ども、特定の者を対象 とする場合については区別 して扱 う。あるいは、医療・

介護サー ビス、その連携、報酬等の在 り方については、当検討会、当検討会 というのはたんの吸引

検討会ですが、と しても、引き続 き意見交換を行 い、必要に応 じて提言するとされておるわ けで ご

ざいます。             ‐

4ペ ー ジロ以降、更に詳細に、どのような範囲で行 うのか、あるいは、どのような職員の範囲に

これ を認めてい くのか、あるいは、こうしたたんの吸引、経管栄養実施可能な場所について どのよ

うな考え方であるべ きか。

また、5ページロにいきま して、医療関係職 との連携体制をどのように確保 していくのか、また、

教育・研修の在 り方についての考え方、一定程度、資料に記載 されたような議論がなされているわ



けであ ります。

この中で特に御注 目いただきたいのは、 4ペ ージロの中ほど、【実施可能な介護職員等の範囲】

という部分でございます。二定の追加的な研修を修 了 した介護職員等 を対象に、たんの吸引:あ る

いは経管医療を認めていってはどうか という議論がなされているわけであ ります。 しか し、当人材

検討会の方でも少 し議論になつていた と存 じますが、介護職員がたんの吸引を実施す るための制度

の在 り方について具体的方向を示されているわけです けれ ども、介護福祉士の養成カ リキュラムで

たんの吸引をどのように扱 うべきか といつた議論には、まだたんの吸引検討会においては至ってい

ないという状況で ございます。

ということが ございますので、願わ くば、この介護人材養成検討会におきま して どのような扱 い

とすべきかについて御議論いただき、また、たんの吸引検討会において御議論いただけるようにと

いうことで投げか けを していただいてはどうかというのが この ¬ぺニ ジロの資料で ございます。

資料 2の 1ペ ー ジロに戻つて、ご覧 いただきたいと思います。冒頭にございます ように、「介護

職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会」において、介護職員等が

たんの吸引等を実施するための制度の在 り方の具体的方向を示 されたが、介護福祉士がたんの吸引

等を実施す る場合、以下の点について どのように考 えるか、ということで ございます。

この場で、下の 2つ の論点について御議論 いただけないか と思 っているわけですが、まず、「介

護福祉士資格におけるたんの吸引等の位置付 け」。今後養成 され る介護福祉士には、生活支援の一

環 と してたんの吸引等 を実施することが求め られ る。そのため、介護福祉士の養成カ リキュラムの

中に、たんの吸引等に関するカ リキュラムを追加することとしてはどうか、あるいは しないのか と

いうことだ と思います。

ただ し、既に介護福祉士の資格を取得 している者 については、一定の追加的な研修 を修 了 した場

合に限 り、たんの吸引等を認めることとしてはどうか。

更に、一番下、② 「介護福祉士が実施できるたんの吸引等の範囲・条件」としてございます。ま

ずは、一般介護職員等と同じ範囲・安全確保の要件の下でたんの吸引等を実施できるようにしては

どうか。

資料の上ではこのように書かせていただいております。この辺 りにつきまして、皆様のご意見を

賜ればと思つている次第でございます。

○駒村委員長 資料の説明、ありがとうございます。

それでは、介護福祉士によるたんの吸引等について、この 1ペ ージの論点①で御紹介されました

カリキュラム、研修等について、委員の皆様からの御意見をいただきたいと思います。よろしくお

願いいた します。

石橋委員、お願いいたします。

○石橋委員 今、介護を必要とする人たちの多くは、何らかの医療二―ズを要 しているわけでござ

いますので、介護福祉士としての役害1と して、幅広 く生活支援行為をこれから行い得るようにする

ためには、今、検討されておりますたんの吸引等、いわゆる軽微の医行為については、介護福祉士

としての業務の一つとしてきちんと位置づけるようにすることが必要であると思 うております し、



また、それに併せて、社会福祉士及び介護福祉士法の改正等も行うということも視野に入れていた

だき、当然ながら、介護福祉士の養成カリキュラムの中に、たんの吸引等のカリキュラムについて

は追加すべきだと思つています。

また、既に介護福祉士の資格を取得 している人に対 しては、一定の追加的な研修を修了した場合

に限 り、たんの吸引などについては認めるべきだと思つています。

あと、② 「介護福祉士が実施できるたんの吸引等の範囲・条件」で、「まずは、一般介護職員等

と同 じ範囲・安全確保の要件の下でたんの吸引等を実施できるようにしてはどうか」ということで

ございますが、これについてはもう少し説明していただきたいと思つております。一般の介護職員

と同等でいいのかということですが。

○駒村委員長 わか りま した。では、事務局か ら、この②の方、少 しかみ砕いた御説明をいただき

たいと思 います。

〇泉福祉人材確保対策室長 現在、たんの吸引の検討会の議論の中では、モデル事業をして安全確

保を確認 しようではないか とい う議論にな り、その試行のための準備が進め られているところで ご

ざいます。そうい う意味では、一般介護職員の方々がたんの吸引、経管栄養する場合についての安

全確保の要件につきま しては、モデル事業のもとで確保・確認ができるということだ と思 います。

ただ、それよ り、仮に範囲が広いとか、あるいは安全確保の要件が違 うということであるとすれ

ば、また新たな試行事業、安全確保の実証 をす る手順、作業が必要になるのではないかと、そ うい

つた問題意識か ら、将来において同 じ範囲でやるか、また、安全確保の要件になるか というのは別

として、当面は同 じ要件、また同 じ範囲、安全確保の要件のもとで実施すべきではないか、あるい

はそ うではないという御意見もあろうか と思いますが、そのような問題意識のもとに書かせていた

だいてお ります。

○駒村委員長 石橋委員、よろ しいですか。

O石橋委員 はい。

○駒村委員長 桝田委員、お願 い します。

○桝 田委員 特別養護老人ホームの場合です と、今、看取 り介護 というのが非常に重要な要素 を占

めてきています。その中で、やは り喀たんの吸引とか 胃ろうの処置 という部分が、夜間等の問題で

かな り行 き詰まってきた と。今回、この 22年 4月 か ら、特別養護老人ホームの場合は介護職員で

認め られ ると。一定の条件 を満た しての話です けれ ども。で、介護福祉士の子たちが養成校 を出て

くる場合にそれの段階はやは リク リアー してきてほ しい。カ リキュラムの中でちゃん と教えていた

だいて、基礎的な知識を持つて現場に入ちてくるとぃうのが必須条件に変わっていくと思うのです

ね。

今、現場ニーズに合った養成というのをお願いしたいということになると、後から研修ではなく

て、先にもうちゃんと研修を行つてくる。それともう一つは、今、資格を持つている方、試行事業

等でやられてぃますけれども、やはり今までの経験の部分とか、今回、例えば特別養護老人ホーム

の場合ですと 14時 間ですけれども、それなりの研修をしている。やはり介護福祉士の今までの経

験の部分というのは、時間的に認められる部分は認めていただいて、時間短縮もしてもいいのでは



ないか。

今、試行事業、50時 間ですけれ ども、その 50時 間の うち何時間かは短縮が可能でないか。全体

的に、たんの吸引の場合、介護福祉士限定 という部分は難 しいか も しれませんけれ ども、介護福祉

士の場合、養成校 を出て くる場合はちゃん ともうOKで すよと。今まで、先に資格 を取 つた方はあ

る程度そこの部分 を見てあげた体系につ くってあげる。絶対的にも介護福祉士が生活支援の中でた

んの吸引とか 胃ろうの処置、これか ら拡大 してい くと思 うのですけれ ども、家族が行 つている医行

為について、徐々に OKに していかないと、やは り介護 として生活支援も してい く上ではできない

部分があつてはいけないのではないか。医行為全部 という話ではな くて、やは り家族が行 える行為

については徐々に、それは介護の中に必要条件 として認めてい くという方向性が要 ると思 うのです。

前回の検討会で、カ リキュラムを変えた 2006年 の ときに、医学的な知識の分、心 と体の部分 と

い うのはかな り変わ りま したけれ ども、やは り法的に触れ る部分 というのはできないとい うことで、

関連の部分 というのは学習の中に少 し入 つても、それが主体 と して入 つてなか った。

ですか ら、今回、この 2006年 7月 5日 の検討会の報告のときに、適時見直 してい くと。 1つ は、

10年 というスパ ンも書かれていますけれ ども、今、時代の流れ というのは、介護に求め られている

部分が専門性の部分 とともに、生活支援の部分 というのはかな り枠が広がってきている。その部分、

やは りちやん と介護福祉士が行 つていける部分 として必要でないか と思 つてお ります。

○駒村委員長 ほかの委員の皆 さん、いかがですか。

それでは廣江委員、田中委員の順番でお願 いいた します。

○廣江委員 私 ども としては、まず、この行為が医行為なのか医行為ではないのか という、医行為

という範囲で、無資格者 !ま 医行為は禁止だけれ ども、研修等をやることによって許容範囲を限定 し

て許可す るのか、または、二般家庭における家族間で行われる医行為については医行為か ら除外 し

た上でやるのか、これ をまずはっき りさせていただかないと、その後のフォローア ップがおか しく

な って くるので、これ をまずはっき りさせていただきたいとい うことが私 どもの第一歩。私 どもと

しては、医行為か ら外 していただいた上で、ただ、業として実施する場合には一定の研修の義務づ

けを して、規制範囲の限定 というような形で行為をさせていただ くように していただきたいと思い

ます。

そ して、その上で、先ほどもございま したように、現場か らの介護福祉士の養成カ リキュラムの

中で 3年間の研修にも入れていただいて、結果 として、資格を取 つたときには医行為実施 をその介

護福祉士に認めてい くというような方向で検討いただけた らいいなと思いますので、この検討会の

中か らたんの吸引の委員会の方にそ ういう提言 を是非 していただきたいと思つてお ります。

以上です。

○田中委員 介護福祉士の業務 として、この 2つ の医行為に介護福祉士が どう思 うか とい うことで

ございます けれ ども、我々養成校 としま しては、今、検討されていますたんの吸引等の業務につき

ま しては介護福祉士の業務内に含めてい くということで検討 してお ります。つきま しては、これ を

どのように養成のシステムの中で考えるかということでございますけれども、この提案の①でござ

いますね。カリキュラムの中で実施し、卒業と同時にその要件を満たすということで検討していき



たいと思 つてお ります。

と申 しますのは、法律では 1,800時 間が養成課程の最低基準の授業時間数でございますけれ ども、

もう既に養成校では 2,000時 間という学校がほぼ多数でありま して、どの程度のボ リュームになる

かでございますけれ ども、十分カ リキュラムの中で消化できると思 つてお ります。

それか ら3点 日ですけれ ども、これはたんの吸引等の検討への要望で ございますけれ ども、十分

具体的な ことを理解 したとい うことで申 し上げているわけではないですが、いろいろいただいた資

料を検討 します と、常にか、医療職がかかわるということでございます。これは医療行為ですか ら

当然の ことでございますけれ ども、現実問題 として、もう少 し包括的に介護福祉士が この業務がで

きるということになつた場合には考えていただきたいと思つてお ります。そのためには しつか りと

した研修 を、あるいは トレーニングをするということが前提でございますけれ ども、包括的 と申 し

ますのは、常に医療職がついていろんなことをや つていくということではな くて、一定のところは

任 され るということを前提にやつていただければ と思 つております。

○駒村委員長 因委員、お願 いいた します。

○因委員 基本的に介護福祉士が この行為を行 うということについては、全 く異存があ りません。

む しろ介護福祉士がす るべきだろうと思つています。 1つ 目の○ですけれ ども、実は私 ども、ヘル

パー協会ですが、ヘルパーの報酬単価が身体介護 と生活援助ということで行われていま して、○の

コ行 日に、「生活支援の一環」の「生活支援」という言葉がちょつとまぎらわ しいところがあつて、

違和感 を感 じるところです。反対するところではあ りませんが、もっといい表現がないだろうか と

思 つているところです。

それか ら、カ リキ ュラムに追加することについては大賛成です。ただ し、私 も学校で養成に携わ

つてお りま したので、いかに介護福祉士の養成が厳 しいかという、夏休み も春休みもな く実習に追

われて いるよ うな状況の中で追加するということが どうなのだろうというのは思 うのです けれ ど

も、カ リキ ュラムの中に入れ るべ きだということに対 して反対ではあ りません。ただ、前回 も言 つ

たと思 うのですが、 2年 で果た していいのか、 3年 の養成 ということもそろそろ考えていいの では

ないか と思 っています。

○の 2つ 目ですが、既に資格 を取 つている人については追加研修でということについても賛成で

す。以上です。

○駒村委員長 あ りが とうございます。では、河原委員、お願いいた します。

○河原委員 因委員 と同 じように現場か らの意見ですが、①、② も基本的には賛成です。ただ、私

が知る限 りは、施設 と在宅でいくと、どちらか というと在宅の方が こういった医行為のことについ

て非常に消極的であ ります。したがって、いろんな場面を想定 します と、何か事が起 こつた ときに、

施設では対応型がわ りとできる環境があるにもかかわ らず、在宅ではなかなか対応 しに くいとい う、

そ ういつた ことに恐怖感を覚 えているのではないかと思います。

したがいま して、基本的には賛成ですけれ ども、カ リキュラムの追加の中で、技術的なことだと

か知識の獲得以外にも、そ ういった緊急事態を想定できるような内容について、いろいろ教 えてい

ただ くだ とか教育 していただ くということも是非追加 していただいて、在宅の者も安心 してこうい



ったものにかかわれ るように してほ しいなとい うのが希望でございます。

それか ら○の 2つ 目ですけれ ども、「追加的な研修 を修 了 した場合に限 り」、 これはいいですが、

この追加的な研修 というのは、いわゆる介護福祉士 を持 つている方はすべか らくそ うしなさいとい

う義務に しようとされているのか。あるいは、その中でも恐 らく多 くの方たちは、たんの吸引だと

か胃ろうの ことについては想定 してないでこういう資格 を取 つて、今、働 いてい らつ しゃると思い

ますので、ひ よつとした ら、言い方はよ くないですけれ ども、希望者だけにするのか、あるいは全

員、やは りこれ は持 つておかなければいけないということで全員の方にされるのか、確認をさせて

いただければと思 います。以上です。

○駒村委員長 今の点は、事務局は、これは選択制なのか、それ とも義務制、今のお話はそ ういう

ことだ と思います けれ ども、この辺、ちょっと考え方 を教 えて くだ さい。

○泉福祉人材確保対策室長 既に介護福祉士の資格 を取得 されている方が追加 的な研修 をす るこ

とを義務 とするべ きか否かとい うのは、大変大 きな政策的な判断の分かれ 日だろ うと思います。た

だ、御指摘の とお り、介護福祉士の資格 を今まで既に取得 された方は、医行為をす るということを

念頭な く取得 されておられますので、義務づけるというのは若干、いろんな意味で無理な点も多い

かも しれ ません。ただ、今後の有識者の方々の御議論を是非いただきたいところだ とは思ってお り

ます。

○駒村委員長 では、とりあえずそこはオー プンになつているとい うことです。

馬袋委員、お願 い します。

○馬袋委員 今回、論点の中で出されている内容については、基本的に賛成です。介護福祉士の資

格について、やは り新 しく養成 されるには研修が必要である し、その ことを持 つているということ

がこれか ら医療 との連携の中では重要であると。

それか ら、この介護福祉士 を、今、持 つている人に対す る研修は当然であります し、それ を認め

る場合にそうい うことは必要であろうと思います。

1点 、表現の中で、因委員もおっしゃっていましたが、①の「生活支援の一環」というのは、や

はりちょつと誤解を招く部分がありますので、これについては言葉を整理 していただきたいと思い

ます。

重要なのは、できるということについての確認と、できる養成をするということ、そしてできる

体制をつ くるという、もう一つは支援する体制をつくるということが重要ではないかと思います。

今、介護福祉士等、例えばたんの吸引の場合、対個人の契約ということで、本来、介護保険等の事

業については、事業者と利用者の契約行為によって行われている行為であります。よらて、起きる

リスクに対 しては事業者がとるという内容であるからゆえに請負という契約行為であるわけです。

すなわち、たん吸引を行うメンバーに対 して、個々のリスクに対する体制をどのようにつくるかと

いうこともしなければ、やれるということと、やった後の リスクに対 しての支援体制をしっか り整

備して契約行為と個人の技量で行うリスクというところを整理すべきであろうと思います。

○駒村委員長 ありがとうございます。山田委員、お願いいたします。

○山田委員 私も、この御提案には基本的に賛成です。ただ、今の介護保険の話を例にとりますと、



中 "重度の対象者については、いずれ介護福祉士の業務独占を希望するところですけれども、そう

いう点からもカリキュラムの中に中・重度の方への医行為というのは当然入るべきだと思います。

ただ、介護福祉士以外の方も7割程度、実際介護現場で働いておられるということです。その辺

りとの差別化というのですか、介護福祉士に関 してはもう少 し高度な部分まで拡大 していいのかど

うか、この辺は是非検討されたらどうかと思います。

それからあと、介護福祉士が医行為をする場合に、ここに書いてある①の 1つ 目のO、 お二人の

委員から、「生活支援の一環」という表現に対 して表現上の課題をおつしゃられましたが、急性期、

あるいは 24時間医療管理が必要な施設における医行為ではないという意味だと思 うのです。暮 ら

しの場面での医行為という、やはりそこに限定というのですか、これはかなり大きなポイン トだと

思つていまして、表現としてはともかく、やはりそういう場面での医行為ということをかなりしつ

か りと位置づけた方がいいかと思つています。

それと、石橋委員もおっしゃいましたけれども、単にこういうことを勉強した介護福祉士という

のにとどまらず、これが介護福祉士の仕事なのだということをはつきりと位置づけるべきではない

かなと考えています。以上です。

○駒村委員長 ありがとうございます。ほかにございませんか。

北村委員、お願いします。

○北村委員 たんの吸引に対 しましては、私も、基本的に異論はないところであります。介護福祉

士から介護職員等に広がった場合のこのモデル事業後の話のところは、当然、検討会の方でも検討

されていくと思うのですが、今のモデル試行事業の中ではこのボリュームでしょうけれども、実態

的にやる場合、どのように考えるかというところがとても大切なのだろうなと思います。特に実施

研修機関であったり、在宅でサ=ビス実施の場合というところも踏まえて、その辺のイメージもつ

くりつつ、全体の対利用者といいますか、対象者に対 してのサービスはどうなるかというボ リュー

ムを含めて検討していくべきだと考える次第です。その中で、当然、先行 して介護福祉士というこ

とになつていくのだなと思います8是非、そのキャパ、ボリユームも、検討会の方でも充分に検証

いただいて、中身を後で精査いただくということが必要だと思っています。

単純に実証実験する中で、当然、様々な対象の方がいらっしゃると考えられ、介護職が受け入れる

ということになると思いますので、その状況もちゃんと検証 していくべきだと思つております。以

上です。

○駒村委員長 ありがとうございます。高橋委員、お願いします。               '
①高橋委員代理 私たちのホームヘルパーは在宅になりますので、御家族が留守の間にこのたんの

吸引を希望されることがほとんどであるため、消極的になるところがあるかと思つております。私

も、実際に業務として携わるとしても大変不安になる部分も大きいかと思います。ですが、現在の

状況におきましては、ホームヘルパーも業としてやっていくべきだとは思っております。

その場合、研修 を充実 させていただぃた上で しっか りやっていかなければいけない状況か とは思

つてお ります。養成校のカ リキュラムの中に入 る分には、在学中に受けて こられ るのでいいか と思

いますが:一 方で、実務経験によって介護福祉士を受験するための研修の中にそのカ リキ ュラムが



追加 されて入 つて くると、さらに研修時間が増 え、事業所の運営面か ら考 えます と、人材が不足す

る時間がまた増 えるのではないか という懸念 もあ りますので、介護福祉士合格後に しっか りと研修

を受けるとい う方法もぃいのではないかなと思 つてお ります。そ して、現在の有資格者に関 しては、

試行事業の中で出ているような十分な研修が受けられ る体系は、義務 と言つては現場としては これ

も厳 しいとは思 いますけれ ども、何 とかやつていかないとついていけない状況かなと半分は思 つて

お ります。

○駒村委員長  よろしゆうございますか。

では、石橋委員。

○石橋委員 も う二点だけ。先ほど廣江委員の方か ら、たんの吸引等は医行為か ら外 した らどうか

という御意見が あ りま したが、その ことについては、たんの吸引等在 り方検討会で これか ら議論 さ

れると思います けれ ども、私 としては、逆にそれ を外 して しまいます と誰でもできるとい うことに

な りますので 、そ うなると一定の資格 とか研修 も必要な く、安全性が逆に担保できないとい うこと

にもつなが りかねないので、それについては反対いた します。

○廣江委員 ま った く研修 をや らないのではな しに、法改正ではな く、政省令 とか局長通知のよう

なもので、業 と してやるのな ら一定の研修 を受けなさいということをきちんとした上で外す とい う

ことです。 .

○駒村委員長  はい。次のステップもあ り、また議論もあ りますので、とりあえず ここでまとめさ

せていただきた いと思います。資料 2に ございますように、たんの吸引等については介護福祉士の

業務 と して位置 づけていきたいと。その上でカ リキュラムに追加を してい くとい うことと、既に資

格 を持 つている方については、研修 を修了 した場合に限 りというようにこれを認めてい く。最後の

ところは、原案 どお りの ことで、少な くとも二般介護職員と同 じ範囲、安全確保の要件のもとで吸

引等を実施す ることができる。これをこの委員会 としては、まず先方の在 り方検討会の方に委員会

の要望 として出 させ ていただ くと。

ただ、今、御議論があ りま した、「生活支援の一環 と して」 とい う表現ぶ りについては、御発言

のあつた委員 と事務局 と私で後ほど調整 させていただ くとい うことでございます。そのほか、カ リ

キュラムの内容 とか選択制 という点、それか らリスク対策という点については次のステップだと思

いますので、 これについては今回はもう少 し議論を深めてと思います。

更にその向 こうの段階 として、もう少 し言 つて しま う段階 としては、医行為なのか どうなのか、

業務独 占にす るのか どうなのかというのはまた更なる次のステップでございますので、これはまた

今後の議論 とい うことでございますので、最初にまとめ させていただいた範囲において、事務局 と、

それか らその表現ぶ りについては、御意見あつた先生等含めて、調整 を私に御一任 させていただき

たいと思います。

この意見書 を 11月 開催の 「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関す

る検討会」に提 出 したいと思いますけれ ども、よろしゅうございますで しょうか。

桝田委員、よろ しくお願 い します。

○桝田委員 ② の問題で、まずは 「一般介護職員等 と同 じ範囲」云々という表現ですけれ ども、こ
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こで意味 している部分は、今回です と、いわゆ るモデル事業で、研修 を受けた介護職員を指すべ き

だと思 うのです。このままです と、何か普通の介護職員と全 く同 じという表現が、たんの吸引等が

できる云々とい う問題か らちょつと外れ過ぎているので、条件的な部分をつけておいた方がいいの

ではないか。

あと、「同 じ範囲・安全確保の要件」の 「同 じ範囲」 とい う部分は少 し議論すべきではないか。

後で、専門性の問題の部分のいわゆる専門介護福祉士云々等のときに、やは り少 しそこの部分は検

討すべ きではないか。普通の状態ではそのままでいいのですけれ ども、ち ょっとそこの部分が今ひ

つかか っていますので。

○駒村委員長 事務局、②にっいては、今の御意見、どういたしましょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 ①と②と大きく分けさせていただきましたけれども、もし②について、

なお検討、議論が必要ということであれば、当面、①について、合意いただける範囲でおまとめい

ただくというのも一法かとは思います。

○駒村委 員長  田中委員、今の点に関 して。

○ 田中委 員 いいえ、違 います。

○駒村委員長 ではちょつと待つてください。では、この②については少しもう一回整理させてい

ただく。少なくとも①の方は、先ほど申し上げたように、検討委員会の方に出させていただくと。

田中委員、これに関してですか。

○田中委員 はぃ、①の方。

○駒村委員長 お願 いいた します。

○田中委員 先ほ ど意見を申 し上 げたのですけれ ども、実際現場で医療職 との連携 とい うことが、

現実問題 、出て くるわけです けれ ども、そのときに、私、包括的という言い方を しま したけれ ども、

なるべ く、ある一定の範囲において介護福祉士が現場で混乱のないような業務の仕方を考えていた

だ きたいのそれは、加えて、非常に現場の混乱 ということもさることなが ら、言葉が適切か どうか

わか りませんが、ある程度主体的にこの行為ができるような枠組み を考 えていただいた らどうか と

思 ってお ります。

〇駒村委員長 この原案 自体には問題な く、その次のステ ップとして体制の問題でございますね。

○田中委員 はい。

○駒村委員長 わか りま した。では、これは次回 というか、今後、体制の話について議論 を進めた

いと思 います。

それでは、今の① を中心に したものを 11月 の検討会の方に出させていただきます。また、たん

の吸引等に関する検討会の意見の提出に際 しては、私が意見 を申 し上 げていきたいと思います。た

だ、たんの吸引等の検討会 と当検討会では幾人か委員が重なってお りま して、できま した ら、私 と

もう一人、御同行いただける委員がい らっしゃればと思 つてお りま して、できま した ら、勝手なの

ですが、藤井先生にお願 いできればと思います。よろ しゅうございますで しょうか。

○藤井委員 はい。

○駒村委員長 では、この議論については、文面についてはまた事務局 と調整 させていただいて、



皆さんの方に御確認 させていただきたいと思つてお ります。

続 きま して、議事 2の 「今後の介護人材養成体系について」及び 「より高い知識・技術 をもつ介

護福祉士の養成について」の議論に移 りたいと思います。事務局か ら、資料説明 をお願 いいた しま

す。

○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料 3と 資料 4の説明をさせていただきます。

まず資料 3を ごらんいただきたいと思います。「今後の介護人材養成体系のイメー ジ」 とい う図

であ ります。この三角形の図は、類似 した図をこれまでの検討会でも提示させていただきま した。

まず、一番下に、就業時、ホ=ム ヘルパー 2級等 とございますが、ホームヘルパー 2級程度の知識・

技術をお持ちであると。横に ごらんいただきますと、黄色 い枠の中に小 さく、「在 宅・施設等 で働

く上で必要 となる基本的な知識・技術 を習得 し、指示を受けなが ら、介護業務を実践」として ござ

います。それが実務 3年程度、少 し上に上が ります と介護福祉士になるということですが、ここの

ところ、「従事者が働 きなが らステップアップできるよう、研修体系を整理」、その必要があるとい

うことに してございます。    |

そ して、介護福祉士か ら更に上昇いた します と、更に―定の実務経験後、「よ り高い知識・技術

をもつ介護福祉士」 というのがあえて想定 され るのではないか とい うことでございます。【求め ら

れる介護福祉士像】ですが、この図の右側の方に黄色い字の枠で囲 つてございます。12点 のポイン

トが並んでお ります。実はこれは、平成 18年 、先ほど桝田先生か らも御指摘があ りま した、「介護

福祉士のあ り方及びその養成 プロセスの見直 し等に関する検討会」の報告の中で、12点 、ポイン ト

が提示 されているわ けであ ります。

人材養成における目標 とい う整理で ございますが、尊厳 を支えるケアの実践、現場で必要 とされ

る実践的能力、 自立支援を重視 し、これか らの介護二―ズ、政策にも対応できる、あるいは施設・

地域 (在 宅)を 通 じた汎用性 ある能力、心理的・社会的支援の重視、予防か らリハ ビリテー シ ョン、

看取 りまで、利用者の状態の変化に対応できる、多職種協働によるチームケア、一人でも基本的な

対応ができる、「個別ケア」の実践、利用者・家族・チームに対す るコ ミュニケー シ ョン能力や的

確な記録・記述力、関連領域の基本的な理解、高い倫理性の保持、こういった内容が 【求め られ る

介護福祉士像】と して提示 されてお り、当検討会におきま しても、恐 ら〈大方、御同意いただける

のではないかということで、改めてここに提示 させていただきま した。

資料 3の 2ペ ージロ以降は、現行のホームベルパー ¬級研修課程、 2級研修課程 、更には介護職

員基礎研修、その他、このカ リキユラムが どうなつているか ということについて整理 させていただ

いた資料で ございますので、後でお目通 しいただければと存 じます。

こうした今後の介護人材養成体系のイメージを前提 として、資料 4を ごらんいただければと思い

ます。表題が「よ り高い知識・技術 をもつ介護福祉士の養成の在 り方に関する論点」として ござぃ

ます。まず、論点を御紹介する前に、今までの指摘が どうであつたのか、またo他職種において ど

のような事例が あるのかということを簡単にかいつまんで御説明 したいと思います。

資料 4の 2ペ ー ジロをごらん くだ さい。「これまでの指摘等」 と表題 してございますが、まず 、

一番上の枠に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正法が議論 され ま したときの国会の附帯決議
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を載せて ございます。国会の文章でございますので、そのまま読ませていただきます。

「社会的援助 を必要 とす る者が増加 している ことにかんがみ、重度の認知症や障害 を持 つ者等ヘ

の対応、サー ビス管理等の分野において、よ り専門的対応ができる人材 を育成す るため、専門社会

福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行 うこと。また、介護福祉士をは じめ、

関連分野専門職が社会福祉士 となるための必要 な履修認定等について検討すること」。幾つかある

ポイン トの中の一つとして、この専門介護福祉士が取 り上げられているということにな ります。

2ペ ー ジロの真ん中には、人材確保のための基本的な指針が 19年 に出てお りますが、その 19年

の指針の中でも、「国家資格等の有資格者について、更に高い専門性 を認証する仕組みの構築 を図

るな ど」 という記述が ございます。そ して、「介護人材の養成の在 り方に関する検討会」の 8月 に

いただ きま した中間まとめでは、専門介護福祉士等について、次の意見があつた ということで ござ

います。

「医療的ケア、認知症ケア、障害への対応、サー ビス管理等のマネジメン ト等 も含め専門介護福

祉士について検討すべき。介護福祉士の上位の研修 を設け、キャ リアデザインを描 ける仕組み とす

ることが必要。小規模チームで情報 を共有 し、介護人材を育成・マネジメン トできる リー ダーや管

理者の育成が急務であり、ここに一定の支援や評価が必要」というおまとめをいただいているとこ

ろで ございます。

それか ら他職種の例 を 3ペー ジロと4ページに載せてお りますので、ごらんいただきたいと思い

ます。まず、 3ページロは、日本看護協会様が任命 しておられます認定看護師、あるいは専門看護

師の認定資格の例でございます。詳細は、ここで触れるのが趣 旨では ございませんので、概略の紹

介に とどめさせていただ きますが、「役害1」 の ところをごらんいただきますと、認定看護師は、実

践、指導、相談 という3つ の役割 を特定の看護分野において果たされ る。専門看護師につきま して

は、実践 、相談、調整、倫理調整、教育、研究 という役割 を特定の看護分野において果た され ると

してお ります。

「分野」は、そ こに掲載 されてお りますように、基本的には診療科月1の 構成になっているように

見受けられます。「認定機 関」はあくまでも日本看護協会様 ということで ございます。

め くっていただきま して 4ページロ、介護福祉士 と同 じ法律の上に規定 されている社会福祉士の

例で ございますが、資料 を記載 いた しま した。 4ページの一番下に書 いてございますように、平成

24年 度制度試行予定 とい うことで伺 つておりますので、今後変更が あ り得るとい う前提で ございま

すが、現在、このようにおまとめになっていると伺 つてお ります。

まずは、左側、認定社会福祉士。所属組織における相談援助部門の リーダー ということで位置 づ

けてはどうか。それか ら「認定要件」につきま しては、社会福祉士資格、あるいは相談援助実務経

験 5年 以上、あるいは認め られた機関での研修の受講、実績、そ して試験 に合格 といつた要件 を構

想 されているよ うでございます。「分野」も、高齢、障害、児童、医療、地域社会 、あるいは他文

化分野等。社会福祉士の皆様が常時活躍 されてお りますそれぞれの分野 ごとに認定社会福祉士を構

想す るということをお考 えのよ うであ ります。

4ペー ジロの右側の方、認定専門社会福祉士にな ります と、「活動」 と しま しては、それぞれの

う
０



リーダー と しての活動に加 えて、地域活動にも積極的に従事 され るということを念頭に置いている

とい うことで、「役害1」 と しては、指導やスーパー ビジ ヨンといつたものが大 きな役割になつて く

ると構想 され てお られるようであ ります。その他 「認定要件」、一定程度、認定社会福祉士よ りは

厳 しい要件 を設 けているということであ ります。

そのような ことで、社会福祉士においても、専門、あるいは認定 と言われる仕組み を職能団体の

方で構想 してお られ るということで ございます。

そ うした類似例 を見た上で、今回御議論いただきたい論点を提示 してお りますので、資料 4の 1

ページロにお戻 りいただきたいと思います。

まず、① といた しま して、介護福祉士 と比較 した 「よ り高い知識・技術」をどのように考 えるか

ということで ございます。

介護現場では、多様な利用者に多様なサー ビスを提供す ることが求め られてお ります。そ うであ

るな らば、特定分野に特化 した形での高度化・専門化を追求 してい くのではな くて、多様な生活障

害を持つ利用者 に幅広 く対応できるといつた専門職 を構想すべきか どうか。その辺 り、第 1点 。

② といた しま して、「よ り高 い知識・技術」をもつ介護福祉士が提供する介護サー ビスの質 (ア

ウ トカム)や 、チームケアにおいて担 うべき役害1を どのように考えるか。

③ といた しま して、② を体現す るために、「よ り高 い知識・技術」をもつ介護福祉士は、どのよ

うな分野 (テ ーマ)に ついての研修が必要か。また、「よ り高い・技術」の認定方法や更新の必要

性について、 どのように考 えるか。更に、これ らの仕組み を構築・運営 してい く上での、看護師、

社会福祉士の例では職能団体が御活躍 されてお られるわけですが、この介護福祉士においては職能

団体の役害1に ついて、どのように考 えるか。

このような論点について御議論賜ればありがたいと思つてお ります。

○駒村委員長 資料の御説明、ありがとうございま した。

それ では、「今後の介護人材養成体系について」及び 「よ り高い知識・技術 をもつ介護福祉士の

養成について」、各委員の御意見、御認識、お考えをいただきたいと思います。資料 4の特に この

論点、重要な ことが書かれてお りますので、皆様の意見をいただきたいと思います。よろ しくお願

いいた します。石橋委員。               |

〇石橋委員 毎回最初で申 し訳あ りませんが、早速ですけれ ども、まず、介護福祉士の資格取得時

というのは、新 カ リキュラムに基づ くと、介護福祉士の国家資格は「介護 を必要 とする幅広い利用

者に対する基本的な介護 を提供できる能力」を有する資格 と位置づけられてお ります:し たが って、

その段階か ら徐々に、さまざまな介護現場での経験 を積み上げて、尊厳ある介護 とか予防か らター

ミナルまで状態に応 じた介護ができること等、先ほど説明がありま した、求め られ る介護福祉士像

ですね。これ らを目指 して、介護福祉士 としての力量を高めてい くとい うことが必要かと思 ってお

ります。           |

更にその上 に、今、求め られるさまざまな専門的な介護に対応できるような介護福祉士を目指 し

てい く。重度の認知症 とか障害等の分野において、より専門的に対応できる人材の養成 とい うのが

やは り必要ではないかと思 つてお ります。

14



ただ、専門性 を身につけるということは、知識の習得だけではな くて、技術を しつか り身につけ

なければいけないと思 つています し、その技術 を身につけるということは、できるとい うことであ

ります し、そのためには一定の現場経験 とい うのはどうしても必要 になつて くると思います。その

ため、資格取得後 、一定の実務経験 を踏まえなが ら、介護の専門職 として求め られる共通 した分野

については、職能 団体な どの研修で一定の高 い知識・技術を身につけて、介護福祉士としての基礎

力を しつか り向上 させ る。そ して、ここにも書 いてあ ります けれ ども、多様な生活障害 を持っ利用

者 な ど幅広 く対応できるようになるという段階を踏まえ、更に、その上にそれぞれの自職場の領域

に通 じる、例えば重度の認知症の高齢者 とか障害者等の特定分野の専門性 を更に高めて、その介護

分野において熟練 した介護技術と知識を用いて介護実践ができ、他の介護福祉士のケアの技術の向

上に資することができるような、そ ういう専門的な介護福祉士の養成というところまで視野に入れ

な ければいけないと思 つてお ります。

併せて、認定制度の確立 と更新制度に関 しま しては、先ほど資料の中で説明があ りま したよ うに、

職能団体の役害]だ と思 つてお りますので、これは日本介護福祉士会が しっか り認定 してい くべ きだ

と思 つてお ります し、また更新研修なども担 っていきたいと考えているところで ございます。

○駒村委員長 河原委員。

○河原委員 私 も、石橋委員と同 じようなことになるかも しれませんけれ ども、資料 3の 中に「求

め られ る介護福祉士像」と書 いてありますけれ ども、これだけでも相当な レベルの話以上の ものを

求め られ るということですか ら、介護の世界ではこれ以上はないというものを求め られているのか

な と思 います。とするな らば、今おつしゃつたように、医療的ケアだ とか認知症ケアだとか障害者。

障害者 も、精神、身体、知的、すべて含んだ、そ ういつた重度化、専門的な対応が適切にできる方

とい うイメージを持ちますので、そういつたものをこれか らつ くり上げていくことは、私 も、ある

面では賛成でございます。

今お つしやつたよ うに、これは現場の人と話 したのですけれ ども、大切なことは、よ り知識のあ

る人 と、これが実践できるという方、更に、これは間違 つているのか間違 つてないのか検証できる

人、それか ら最後に、これ をまた指導できる人、こういつた方が求め られるのではないか と思いま

す。

それか ら 1つ 、これまた質問になつて しま うのです けれ ども、私 は、認定方法等に非常に興味 を

持 つてお ります。更新の必要性も私は要るだ ろうと思いますけれ ども、片一方で、例の段 位制の話

が ございますね。実践キャ リアア ップ戦略 ということで、キヤリア段位制度の推進がなつています

けれ ども、基本的には、ちょつとここでは理 由はあれですけれ ども、私 も、いいことだな と思 つて

いるのですけれ ども:そ の段位制のことと、ここでよ り高い知識・技術の認定方法 と絡み合 うと思

いますが、この辺の絡み合いのことについてはどう考 えられているのかなとい う、これは質問でご

ざいます。

○駒村委員長 ではち よつと事務局か ら、この段位制について補足説明をお願いいた します。

○泉福祉人材確保対策室長 キヤリア段位制についてですけれ ども、失礼いた しま した。参考資料

2で 若干の資料 を用意 してお りますので、今 日も時間がない中ですので、恐縮なが ら、かいつまん



で御説明をさせていただければと思います。

経緯から御説明をさせていただきたいと思います。参考資料 2と あって、更にその中に資料 2と

書いてあつてまぎらわ しいですが、「『キヤリア段位』制度について 平成 22年 8月 31日  内閣府」

としてある内閣府の資料からの抜粋でございます。

開いていただきますと、鳩山前内閣総理大臣指示というのが平成 22年 4月 26日 に出ております。

その中で、点線で囲まれた一番下の行だけ見ていただければと思いますが、「社会全体で『実践的

な職業能力』の育成、評価を行う体制づくりを検討していきたい」という総理大臣の指示がござい

ま した。

それを受けま して、次のページ、緊急雇用対策本部「実践キャリア・アップ戦略推進チーム」(平

成 22年 5月 25日 )が設置されまして、実践的なキャリア・アップをする戦略プロジ土ク トを推進

するということになつたわけでありまして、事務局は、厚生労働省ではなくて、内閣府の方に置か

れております。

更に 5ペ ージロですが、「実践キャリア・アップ戦略」の中で、こうしたキャリア段位制度が設

けられるべきということになっております。「 5か年目標」の骨子というところがございます。

まず、戦略分野を選定して、職業能力評価制度 (キ ャリア段位)を 導入する。日本版NVQの 創

設としてございます。実践的な職業能力を明確化 し、教育・能力開発と結びつけ、能力を客観的に

評価する「キヤリア段位」制度を導入すべきであるということが、この 5月 25日 の「実践キャリ

ア・アップ戦略」構想の中で取 り上げられております。

その後、更に飛びまして、7ページロ、今度は 6月 18日 に行われました閣議決定の中で、「新成

長戦略～『元気な日本』復活のシナ リオ～」としてございますが、その新成長戦略の中でキャリア

段位制度というのがうたわれております。これも書いてあるとおりでございますが、実践的な職業

能力育成・評価を推進する「実践キャリア・アップ制度」では、介護、保育、農林水産、環境・工

ネルギー、観光など新たな成長分野を中心に、英国の職業能力評価制度を参考とし、既存のツール

を活用 した「キヤリア段位」を導入・普及すると書いてございます。

そうしたものを受けまして、11ペ ージロに飛んでいただきたいのですが、この一連の流れの中で、

実践キャリア・アップ制度「第一次プラン対象業種」 (案 )と してございます。これは、右肩に※

印でございますけれども、実践キャリア・アップ戦略推進チームの専門タスクフォースというのが

内閣府で運営されておりまして、そこで提出された資料から抜粋 しております。

こうした実践キャリア・アップ制度をつくる上で、第一次プラン、すなわち、幾つもの産業分野

がある中で、まずはこの分野、産業について実践キャリア・アップ制度をつくりま しょうというそ

の対象業種がこの 11ペ ージに載つている 3つ の分野でございます。「介護 ラヽイフケア」分野、「環

境・エネルギー」分野、「食・観光」分野それぞれについて、評価基準 と育成プログラムを作成 し

ようではないかということになつているわけであります。

更におめ くりいただきまして 12ペ ージロは、内閣府の事務局の方でまとめま した介護人材に関

する現状と課題でございます。



そ して(13ペー ジロ、「進め方のポイン ト」ということで ございますが、「幅広い人材を育成・確

保す る観点か ら、在宅介護、施設介護 を通 じた汎用性のある職業能力評価 を目指す」として ござい

ます。そ して、資格制度等 との連動を検討。特に介護福祉士の養成課程 との整合性、ホームヘルバ

ー研修の一部免除、専門学校・大学の教育課程 との連動を検討、そ して、企業の取組インセ ンテ ィ

ブ付与 を検討 として ございます。

現状におきま して、この検討状況 として御説明できる内容は以上で ございま して、今後、内閣府

のキャ リア・アツプ戦略推進チーム、その他の場におきま して、この内容についてなお検討が進め

られてい くものと伺 つてお ります。そちらの方の検討状況も、当介護人材養成検討会の検討内容 と

非常に密接にかかわることは間違いございませんので、このキヤリア段位制度の動 きについても随

時この場で御報告するように し、も し必要があれば必要な調整をさせていただければと思 つてお り

ます。

ただ、実践キャリア・ア ップ制度、あるいはキャリア段位制度について、現状検討 されているの

はここまで ということになるようでございます。

○駒村委員長 あ りが とうございます。す り合わせはこれか らだとい うことだと思います。まだ両

方とも両立 してやつているという状態だ と思いますので、河原委員、よろ しゅうございますか、今

の御説明で。

○河原委員  ¬点だけ。ということで、まだスター トし出 したということですけれ ども、お っしゃ

つたように、今後の介護人材養成の体系についてとい うことにも本当に密接に関係が ございます し、

私は、見ています と、施設か ら在宅へ、在宅か ら施設へ、あるいは同 じ介護の中でも、A会 か らB

会社 に転職す るとかいろんなケースがございますけれ ども、それぞれ培 つてきたものだとか 、持 つ

ている知識だとか、持つている資格だとかいうものが違 うところにいって しまった ら、また違 う評

価をされ るということが往々に してございますので、公的にそういつたものを認定 されるよ うな仕

組みが あればいいなとは思 つていたのですね。ただ、今ここで検討することと段位制 というのが う

ま く絡み合 っていかないと、またやや こしくなつて しまつた ということにな らなければいいがなと

思います。

いずれに しても、これは内閣府 というところで議論 されるということですね。密接に関係 もあ り

ますので、できる限 りいいものだけをきちつとや ってもらって、複雑怪奇にならないように望みた

いな と思います。

○駒村委員長 河原委員御指摘のとおりだと思いますので、ちよつとここか ら先の動 きは情報 を共

有 しなが ら、調整 しなが らと。これは事務局にもよろ しくお願い したいと思います。ほかの委員。

田中委員 :

○田中委員 介護福祉士をよ り専門的に考えてい く資格 というか、ステータスを設定するというこ

とについて、賛成であ ります。介養協 と しても随分 とこの ことについては懸案の事項でございま し

た。私 どもは、高校 を卒業 して入学 して くる非常に若い人たちが多うございます。そ ういうことで、

将来 このよ うな 目標ができるということは、介護福祉士を志す人にとつて一つの希望になるとい う

ことで、大変あ りがたいことだと思 ってお ります。



それか ら2点 目は、これは現場の方の方がよ く御存 じだ と思いますが、この資格 を持 つた人が特

に何 をす るのか、仮に資格 となつた ら何 をするのかといつたときに、特に中堅の職員がなかなか育

たないということを現場の方か ら我々聞いてお りま して、そ ういう中堅を育てるという意味で、こ

れを是非、職能資格 というものとリンクさせてお考えいただいた らどうか と思 つてお ります。この

資格 と職場でこれ をどのように生か していくのか。職場では、なかなか役職 とい うものは少ないも

のですか ら、管理的な仕事ができるのですよという意味で、こういった職能資格がそれに リンクす

るということが大事ではないか ということであ ります。それは賛成 ということであ ります。

それか ら最後に、これは専門性 ということが議論 され るわけでございますけれ ども、多様な生活

障害を持つ利用者 に幅広 く対応できると。異論ないわ けで ございます けれ ども、昨年実施 され ま し

た新 しいカ リキュラムは、介護福祉士の専門性 というのは、介護課程の中で生活支援技術を使 つて

介護するという、つま り、よ り活動 と参加 とい うものをどういうものを増や してい くかという、こ

こに尽きるわけでございますけれども、それを突き詰めていきますと、特定のものというのは当然

あるわけですね。したがいまして、是非とも専門性ということにつきましては少 し議論を今後継続

してやつていただきたいと思つております。

○駒村委員長 ありがとう
`ご

ざいます。ほかの御意見、いかがでしょう。因委員。

○因委員 最初は質問なのですが、資料 3の 1ページで、三角になつたのがあ りますね。【求めら

れる介護福祉士像】の横ですけれども、そこにヘルパー 2級 から介護福祉士tそ して「より高い知

識・技術を持つ介護福祉士」となつているのですが、その介護福祉士の横に「実務 3年程度」とあ

りますが、この 「程度」.に は何か意味があるのでしようか。実務 3年 以上でないのかなというのが

質問の 1つ で、あと意見を続けて言つてもよろしいでしょうか。

○駒村委員長 どうぞ先にお答えを。

○泉福祉人材確保対策室長 実務 3年 以上という認識で「程度」と書かせていただいております。

○因委員 わか りました。それでは、次が、資料 4の コページのところを、今、議論 していると思

いますが、「介護福祉士と比較 した、『より高い知識・技術』をどのように考えるか」ということで

すが、その 2つ 目のところに、「特定分野に特化 した形での高度化・専門化を追求 していくのでは

なく」ともここは大きく議論するべきところかなと思つています。

私は、介護というのは分野が広過ぎると思つています。例えば医師という国家資格があって、外

科や内科やいろいろ専門が分かれているように、介護も分野別に分かれるべきではないかと思つて

います。児童か ら高齢者、在宅から施設、さまざまありますが、私、ホームヘルパーは 20年 しま

したが、個別対応するのですね、ヘルパーの場合は利用者宅に行つて ¬対 1で 介護 しますが、私の

能力でもって、例えば重症心身障害児施設に行つても、私は通用 しないような気がするのです。で

すから、それぞれより高い専門性を深めていこうとすれば、利用者に合つた専門性が必要ではない

かなと思つています。まずそこまで。

○駒村委員長 これは非常に重要な論点でありまして、特定分野の深さをやるのか、それとも広さ

で考えるのかというのは話の分かれ目ですので、この辺についても、まだ何度か議論の機会はあり

ますので、議論を深めていただきたいと思つております。これは因委員の御指摘のとおりだと思つ
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てお ります。続 けてございますで しょうか。まずとおっしゃったのは、意見としてはこれで と。

○因委員 はい。

○駒村委員長  これに関する議論でも結構です し、とりあえず今 日は初回でございますので。先ほ

ど光山委員代理、手を挙 げ られていま したが。

○光 山委員代理 全老健 、平川常務理事の代理で来ま した光山でございます。

今 回の「今後の介護人材養成の在 り方に関す る検討会」ということで代理を仰せつかったわ けで

す けれ ども、過去の議事録 を読み解 く中で、今回の介護人材養成体系のイメージの中で、就業以前

のキ ャ リア教育について触れ られてないとい うことにちょっと気がつきま して、その辺 り、どのよ

うに考 えていらっしゃるのか とい うのをまずお聞き したいなと思 つてお ります。

実は、議事録を読み解 く中で藤井委員のキャリアアンカーのくだりを見まして、介護職にはキャ

リアアンカーを持ってない方が非常に多いと。そういった中で、早期のキャリア教育がそういった

キヤリアアンカーを持ついい機会ではないかなと私も考えております。実は、私が所属 しておりま

す和歌山県の老人保健施設協会と共同研究でやうておりまして、老人保健健康増進等事業、いわゆ

る老健事業をちょうだいいたしまして、和歌山県のすべての高校 2年生に対 してアンケー ト調査を

準備 しております。簡単に言えば、高校 2年 生、いわゆる高校在学中に介護職に対 しての就業意向

IFつ いて今回アンケー トをとって、業界団体としてどのように教育に携わっていけるかということ

を今考えております。

そういつた中で、いろいろヒアリング等を進めていく中で、そうぃつたキャリア教育をする立場

である指導教員等の介護に対する知識のなさに非常に残念に思つている次第です。できま したら、

管轄 としましては文科省との兼ね合いもございますでしょうけれども、そういう省を超えた考え方

で何か我々職能団体がかかわっていけないかなと考えております。皆さんの御意見をお伺いしたい

と思います。

○駒 村委員長  藤 井委員 、 これについては御意見はいかが で しょ うか。

就業以前のそもそもtも っと入 り回のことについても、両省庁、協力してやってもらいたいとい

う御意見、これについては、一度、最初のときの段階でこういう議論も藤井委員か らあったわけで

ございますので、今日はどちらかというと上の方の話になってきてしまつておりますけれ ども、さ

つきの因委員の話もございます。

では、藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員 この資料 4の①「より高い知識・技術」についてどう考えるかという点で意見を述べ

たいのですが、スペシフィックな分野で考えていくのか、それともジェネラルな、ジェネ リックな

部分で考ぇるのかということで分かれると資料に書かれているのだと思います。これはこのとおり

だと思います。で、どちらかを選択 しなければいけないだろうということもそのとおりだと思いま

す。

その ときに幾つか考えなければいけないのは、我々、ここに集まってお りますのは、介護の質を

よ くしたい、そのために、介護職員の介護福祉士を中心 とした資格体系をつ くっていきたいとぃう

ことであ りま して、その中で、やは り現状が どうなのか、今後 どうしてい くのか という現実論に立



たざるを得ないところがあると思 います。

そ ういう意味では、現在、国家資格の上位資格 としてどういったものが創 られ機能 しているかも

念頭にいれ る必要があると思います。例えば、栄養士には、管理栄養士が上の段階 と して法律で位

置づけられてお りますが、今や管理栄養士が一般的な資格になつてお り専門職 と しては、栄養士が、

いわば中 2階的な位置づけにな っているのか も しれません。それか ら、御紹介いただいた看護師に

ついては、法的な位置づけはあ りませんが、認定看護師というのは診療報 IllIの 中で幾つか取 り入れ

られ る中で、特に意味を持 つてきている、意義を持つてきていると思います。人数 もかな り増えて

きている。 しか し、数の面では看護師の ごく下部です し、まさに、「専門」 とい うのにあ、さわ しい

状況にある。

法的に位置づけられているとい う点では、調理師に対 して専門調理師・調理技能士 とい う資格が

あり、養成 もな されていますが、 これは、我 々が ここで考 えようと しているもの とは違 つている。

今、介護福祉士の上に何かつ くつてい くとい うのは、あ くまで受ける国民の側の 目線にある程度

立たなければいけない。それか らもう一点は、今、介護福祉士、あるいは介護技術 というものが ど

の レベルにあるか ということだ と思 うのですね。以前 申 し上 げま したけれ ども、やは り専門性、専

門職 を考えるときには、石橋委員のおっしゃったことと重な りますが、技術そのものを「勉強する」

部分 と、それか ら実際に「できる」という部分ですね。私、サイエンス とクラフ トという言葉 を使

いま したけれ ども、残念 なが ら、介護の学問のサ イエ ンス とい うのが、今の ところ、私 はまだまだ

これ か らではな いか、む しろ今後期待 したい とい う状況にあると思 うのですね。

今、スペシフィックなものをつくっていきますと、例えば看護師の中にも、資料にあるように、

皮膚・排泄ケアとか、摂食・朧下障害看護とか、認知症看護とかございます。これはたしか何年か

に一回見直 してどんどん増えてお ります。この中にいろんなものが出てきたときに、例えば障害児

の話とか、そういつたことが出てくるかもしれない。そのときに、今、介護の方でスペシフィック

なものに突つ込んでいったときに、結局、看護でやられているものを、相当中途半端にしたような

ものになりはしないかと。介護福祉学の専門性が十分確立 していない中で、対象や方法を狭めたス

ペシフィックな制度を創ることが、果た して、我々が望む、国民が望むような介護が構築されてい

くだろうかということだと思うのですね。私は、現時点での介護学、あるいは介護技術の体系から

言えば、当面はジエネリックなものをベースにしていってはどうかと。

因委員のおつしやるように、将来的にはスペシフィックなものも当然求められていくのだろうと

思いますけれども、現状及び、それから看護という近接分野があるということにかんがみて、スペ

シフィックというのは、どうなのだろうかと。また、因委員のおっしゃったことはもつともなので

ございますが、私は、認知症を専門にしてないから認知症の高齢者のところに行けませんとか、私

は摂食・鳴下のことがわかりませんということが言えないのが介護福祉士のいいところではないか

なあと思つていたりもするものですから、そういう意味では、ジェネリックなもので 2階 をつくる

という方がいいのではないかと思つています。

以上です :‐

○駒村委員長 今 日は結論が出るわけではないですけれども、大いに議論すればいいと思います。
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よろ しくお願い します。

○因委員 誤解のないよ うに言 つておかないと。私も、ヘルパーを していたので、さっきは、重身

の施設では介護がち ょつと自信あ りませんと言いま したが、できないわけではないのですよ。多分、

どこに行 つてでもできると思います。介護福祉士は。だけど、よ り質の高いものができるか という

と、私はもうちょうとその分野で特化したものが必要と言うただけですので。介護福祉士は一応、

どこに行つても仕事ができると思っています。それを追加 しておきます。

○駒村委員長 藤井委員。

○藤井委員 追加を念のためしておきますが、ここにもありますように:認 定看護師というのが 600

時間というものでございます。我々、これぐらいのものをやはり考えるだろうと思うのですね。そ

のときに、今の介護の現状において、介護福祉士の上に分野別に設けて、数百時間の研修を組み立

てうるのか、この現実論もあるように思うのですね。そういう意味でも、私は、とりあえずはジェ

ネリックなもので、特に個別ケアが進んでいく中に、小規模のチームでケアを行つていくための資

質を認定 していつてはどうかと。

先ほど、田中委員がおっしゃった、管理職、中間層的な人間がなかなか育たないというのはまさ

に、そこの小規模なチームで責任を任せられる人間がなかなか育つてこないということでもありま

す し、そうぃった人たちをイメージしたジェネ リックな介護福祉士の専門版、認定版というものの

方が現実性があるのではないか。因委員のおっしゃっていること、全 く否定する気ではなくて、将

来そうならなければいけないと思うのですが、現に今、我々が考えていくのはジェネリックの方が

いいのではないかなと思います。

○駒村委員長 では、廣江委員、桝田委員の順でお願いいた します。

○廣江委員 私は、今、藤井委員もおつしゃいましたように、介護というのがまだ学問的にきちん

と検証されてない部分といいますか、または論文だとかいろんなものが看護に比べたら格段の差が

あると思います。これを何とか少しでも縮めていくことがまず一つの方向としてあるのではないか。

そのためには、大学関係者の方に誠に申し訳ないですが、東大と京大 ぐらいに 1個 ぐらいずつ専門

の大学院をつくったらいいのではないのとか言つていましたけれども、また、そうぃうことを言 う

となかなか実現できませんので、社会事業大学に専門的なものでもつ くっていただぃて、そこがき

ちんとしたシンクタンクのような形で、学問的なエビデンスを持つた り、主張するようなところを

つくっていく。そ して、そこでできないものをまた専門性を持つた介護福祉士にフィー ドバ ックし

ていつて、今、言つたような総合的な力を持つたような介護福祉士をつくっていけばぃぃ。

それからもう一つ、大前提として、専門学校に通うということはなかなか不可能ですので、現場

で働きながら単位を取つてきて試験が受けられるようなシステムにしていかなければいけない。

それか らもう一点は、今度は介護福祉士会さんがいらっしゃいますけれども、ここを強化 してい

かないと、看護協会のような会員数とか組織力を持つてやらないのに、これを今ここで幾ら議論 し

ても、はっきり申し上げて、誠に申し訳ございませんけれども、我々も努力が足らないこともあり

ますけれ ども、介護福祉士会が弱過ぎる。これを徹底的にやはり強化 していかなければ。私 ども経

営者協議会としても、何とかここは我々の力で強化 していくことが私たちの職場の活性化にもつな



がるので、できるだけ私たちも一緒になってや りたいということを何回も申し上 げています。とい

うことで、是非そ ういうことを考えていかないと、これが具現化、うま くいかないのではないだろ

うか と私は思 ってお ります。

○駒村委員長 では、桝田委員。

○桝田委員 今 、介護の現場で、介護福祉士さんがいわゆ る介護の対象 とする方 というのは限定的

ではないですね。どうしても、高齢者であれば高齢者です けれ ども、認知症の方 もおれば身体的機

能の弱い方もおる。現場で求めている専門性の高い方 とい うのは、ほかの介護職員 さんはある程度

指導できる立場の リーダー的な方が、今、求め られている6そ うす ると、今す ぐに専門性の高 いと

いう部分で、例 えば認知症ケアを突き詰めてい くという方、その方が求め られ るよ りも、もう少 し

幅広 くいろんな知識 を持 つて新 しい職員を養成する、指導す るという立場の人がまず一番現場でも

求め られて くる。

そ うなると、ある程度範囲は広 くても、実務経験 を積んで、次の研修ステップを踏んで、リーダ

ー的な部分の専門性 を持 つて くる。その中で、例えば障害者の場合 と高齢者の場合 とは違いますの

で、それは当然分 けて考えるべきと思 うのですけれ ども、専門介護福祉士、認定介護福祉士等のす

ごく範囲の狭 い部分の究極の専門性 というのを今す ぐ求めて、それができるものでもないだろうと。

ですか ら、研修体系もとりあえずは、今の現場の 3年 ない し5年 ぐらいの実務経験の方が取 り組め

るだ ろうという実態の部分を考 えるべきだろうと。

例 えば 1年 間学校に通 つて認定何 とかかんとかという形でするとなると、実際に行ける方 という

のはす ごく限定 されて しま うと思 うのですね。それよ りも、働きなが ら次のステ ップに上がってい

ける形の、キャ リアラダーを構築できる形の専門介護福祉的な部分 をまずつくって、それが定着 し

た段階でその上のステップの部分も考えてい くべきでないか。できる限 り、今の介護福祉士 さんが、

私 も頑張 つた ら大文夫だ とい う程度の部分でまずスター トを切 るべきでないのかなと思 つてお り

ます。

○駒村委員長 いろいろな両論、今、出ておりますし、ステップをどう考えるのかという議論もあ

りますけれども、今の深さか広さかにつぃて、ほかの御意見ございますでしょうか。ほかの方はい

かがでございましょうか。

事務局、あとこの問題で2回議論ができると思つていてよろしいのでしょうか。今後の審議予定

スケジュールを見ますと。

○泉福祉 人材確 保 対策室長 今回 を入れ て 2回 を想定 して お りま したが、勿論 、議 論の進展 に よっ

ては当然伸縮 あ り得べ しとは思 ってお りますが、今回 と第 6回 の、その時 点で議論 が収東すれ ばあ

りがた いかな と思 ってお ります。勿論 、最後、第 晏回の辺 りで報告書案 をま とめ る ことにな ります

ので、その時点 でまた皆様の御意見の御確認は当然で きる と思 います。  1
0駒村委員長 資料 1に あるように、高い知識の議論というのは今回と次回ということでございま

すけれども、今のところ、今日の議論を見てわかりますように、2つ に意見が分かれておりますの

で、またいろいろ資料も、もしございましたら、次回、それぞれの委員から、現実はこうなってい

るんだとか議論がございましたら、また用意していただいて議論を深めていただければと思います
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けれ ども、このところは大変重要な話の分かれ日でございますので、少 し議論を深めておきたいと

思います。ほかの委員の皆さん、いかがでしょうか。では、馬袋委員、お願いします。

O馬 袋委員 議論 している中で、やはり先輩から学ぶということをした方がいいのかなと思つてい

ます。看護協会の中で、認定看護師、研修にこの 600時間を取られている。また、勤めながら実際

にそれがどのように行われているのか、その現状を確認することが大切だろうと思 うのですね。看

護師も足らない中で、そしてこの認定を取っていかれているというその在 り方、それに対する体制、

それに対する内容はどのようになつているのかというのがまず 1つ あるべき姿だろうと。

では、現状の介護福祉士のメンバーが、一足飛びにはそれはできないけれども、段階的にこのよ

うになった過去の歴史の中でどういう段階で進めていったというところを、先輩か ら学び、そ して、

ここまで体制をとつてでもやれているというところの実態を理解 し今、私たちの現実との比較をし

てみたところで、一つのやり方としての示唆があるのではないかと思います。是非そこについては

事務局の方で調べていただいて、御提案いただければと思います。

○駒村委員長 これは事務局の方から、認定看護師の 600時間、どのようにやつているのかという

状況の報告を、次回、資料を用意 していただきたいと思います。ほかの委員、いかがでございまし

ょうか。北村委員、お願いいたします。

○北村委員 専門性については深さ、広さと両方必要なのだなと思いつつ、2つ 目にあります、最

終的にサ=ビ スの質のアウ トカム、評価という話になります。報酬もそうですし、今の様々なサー

ビスも、当然、サービスの質の向上という言葉を使うたびに、その評価軸、指標が必要だというこ

とになります。そこは学問的、学術的にも多分今ないというような状況で、先ほどのキャリア段位、

一番最後のページにもありますような、現在の職業能力評価基準が各サニビス別にあつて、初級、

中級、上級とか、それな りにマネジメン トカとか、指導ができるとか、教育ができるというパター

ンに押さえはつくってあるという状況です。それらを踏まえて、より高い技術・知識というのを介

護福祉士に限定 して、その上に乗せるというのは、現状のサービスの中で一応そういった指標はあ

るのですが、それ以上のものを求めるとなると、特にチームケアのマネジメントカとか、それから

管理能力を含めて考えるとそこの質の評価みたいなものの軸も、もう一度ここでつくる、検討とい

う意味になると思います。そこは逆に、深さ、広さを論ずるときに、最終的に何か評価する指標が

必要で、看護師で したら、テス トが、筆記試験があるとか、研修だけ終わればいいということを含

めて、筆記試験で何を見ているかというところがはっきりしていると思います。例えば介護の場合

は何 を明確にさせてテス トすればいいのかというところを踏まえて考えていかな くてはいけない

のと、現状は単純な顧客満足度であったり、個々の技術面は、できるできないとか、標準化はでき

ると思 うのですが、それ以上のところの評価 というのは今までも難 しいという状況だと思います。

そのあた りを見極めていく、そこを是非つくっていくべきだと思つています。この在 り方検討会の

中でもう少しまた、ワーキングでもつくりながら、各先生方にも御努力いただきながらつ くってい

くということが必要なのだなという気が しております。

○駒村委員長 この介護サービスの質というのは、指標は何なのかというのはずっと議論になって

いる問題であります し、看護や医療と違つて、科学性、学問性というところがまだまだの中で、客



観的な指標 とい うのはできるのか どうなのか。ここを深めていくと大変な作業になつてい くだろう

と思います。

ただ、これは事務局 としては、そこまで この時点で深めてい くのか、そこの ところはもう少 し待

たなければいけない部分があるので、先ほど藤井委員か らあつたように、今つ くるとすれば、適用

範囲の広さ、さまざまな状況に対する対応力や職場におけるリー ダー経験か らの リーダー シップが

とれるかとい うよ うなところをこの原案は意識 していたのではないか と思 つてお ります。

勿論、そ うではな くて、専門性 とぃうの |ま 深めるべ きだ という見方もあるかも しれませんので、

この辺については、まだ次回以降議論があ りますので、先ほど申 し上げたように、資料等 、も しあ

ればどんどん出 していただいて議論 していきたいと思いますけれ ども、北村委員のおつしゃること

はその とお りだ と思います。ワーキ ングというところまでい くとまた非常に深い話になってきます

し、学問的な部分のサイエンスの部分がまだの ところでございますので、この検討会だけでできる

かなというのはなかなか難 しいところかなと思います。

ほかの委員の方、いかがでございましょうか。この分野、あるいは深さ、広さだけではな くて、

②、③にういても、もし御意見があれば、今日、御準備なければ、また次回以降でも結構でござい

ますけれども。

では藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員 何度も申し訳ありません。今、北村委員がおつしゃった質の関係に関 しては、介護保

険については、質に関する検討会が老健局の方で設けられてもう2年 目でございま して、恐 らくそ

つちの方からどういうことが出てくるのか、あるいはそれをもとに制度化はどう考えておられるの

かというのを是非事務局の方に資料としてお出しいただければいいのかなと思つております。

それに関 してですが、質ということを考えるとで介護の場合は、365日 、24時 間で動かす話でご

ざいますので、一人す ぐれた人間がいたからといつていい質が保てるわけではありませんで、駒村

委員長が言つていただいたように、リーダ∵シップとか、あるいはチームで動 くということが非常

に重要になつて くるわけでございまして、現時点でそういう意味で、一つ‐つの専門をきちんと知

っているというよりは、チームできちんとした介護ができるようにしているというものの方が、専

門という意味で受ける側にとって説得力があるのかなという気がいた しております。

それから、先ほど認定看護師の件で、どのようにやっているのかというのを是非次回という話が

ございました。私も是非聞きたいのですが、 1つ 、私が知っている範囲で申し上げますと、例えば

この中で言 うと、皮膚・排泄ケアの認定看護師が一番多かつたと思いますが、これもたしか全国で

10も やつてないぐらいのオーダーだったと思います。それ ぐらい、一つひとつこれで専門をつくり

ますと、それを教えられる場所とか養成施設が限られてまいります。これが現実論として大きいだ

ろうということだと思います。

もう一つは、さつき 600時間と申し上げましたが、今、介護でこういう専門的なものをつくつた

場合、例えば障害でも認知症でもいいのですけれども、もっと時間が短 くなりや しないかといいま

すか、それ ぐらいなら全部学んでもらつた方がいいのではないかとかなるのではないかという気が

します。そうなると、スペシフィックなものをまとめて専門というよりは、やはり小規模チームを
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動かす際の、よいケアを、個別ケアを実施 していくためのリーダーとな り得る人を養成 しているの

だと言つていつた方がわかりやすいです し、また1動 く側もわかりやすい、それからサー ビスの受け

手の側もその方が安心と安全があるのではないかという気がいた しております。以上です。

○駒村委員長 廣江委員、お願いします。

○廣江委員 私の方の経験からしますと、私がもし介護福祉士だと、今、私どもの法人の職員も、

非常に勉強 したいと、もっと学んでいきたいという、自分で勉強 していきたい、スキルアップして

いきたいという気持ちが職場風土として非常に強くなつてきております。皆さん方のところも同じ

だと思います。その中で、その人たちの念願をかなえてあげるような組織をまずつくらなければい

けない。システムをつくらなければいけない。その中でも、リーダーになって、施設長でも、頑張

つて、キヤリアを上げていきたいとか、または、自分は認知症な り何なり専門に特化 していきたい

とか、いろんな職員がいると思います。それ らいろいろなタイプがあってよろしいと思います。介

護福祉士になったらキヤリアアップしていけるということを、この制度をうまく使いながら引つ張

つていつて:魅 力をもたせ、職場に来たいという人たちをたくさんつ くっていきたい、いわゆるす

そ野を広げていく一つの要因にもなればいいなと思います。

といいますのは、最近私ども、2年 目ぐらいの職員だつたと思 うのですけれども、介護つてこん

な楽 しいものだねということを自分たちの後輩に教えたいということで、自主的に高校回りをし出

したのですね。時間を 1時 間ぐらいとってもらって、スライ ドをつくつて、つたない話かもわかり

ませんが、そんなこと言つたらしかられますけれども、自分たちで一生懸命に話をして回つている

と、私もこういう仕事がやりたいのだという誘因をつくることができるのです。そういうことをや

つていく、そしてすそ野を広げていく、そ してまた、ここに来たらキャリアをちゃんと目指すこと

ができる、介護福祉士で終わ りでないのだということをやはり職員にわかってもらうことが、また

この業界のすそ野を広げていく、職員の数を増や していく大きな礎になるのではないかと思うので、

この制度そのものを本気で慎重につくっていただきたい。そしてそれが目に見えた形で介護職員た

ちにインパク トを与えてい〈、次に続 く若い人たちにインパク トを与えていくような力になればと、

そういうものを是非つくつてほしいなと私は思っています。

○駒村委員長 わか りました。インセンティブの部分ということだと思います。また、事務局は、

資料としては、老健局が検討されている介護の質に関する検討状況については、次回、今、藤井委

員から御指摘のあつた部分については御用意いただけますでしょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 はい。老健局と相談 しまして、どのような資料がお出しできるか相談

したいと思います。

O駒村委員長 ほかの委員の皆様、いかがでございましょう。今日の時点で特段、もう一回ござい

ますので、まだ議論は今後続 くと思いますけれども。では、桝田委員、お願いします。

○桝田委員 認定看護師の資料を出していただくときに、この認定看護師がいることによって、診

療報酬上の評価 という部分も同時に資料としてつけていただけませんか。職場で働いている人を研

修に送る、例えば 600時 間研修に送るとなると、それなりの評価があるから事業者の方も送る意欲

というものがついてくると思うのですね。何もなしに、個人だけのレベルアップのためにとなつて



くると、いわゆ る年体 を使 つて 600時 間研修受けることは不可能ですので、職場 として送 り出せ る

体制づ くりとい うの をどう構築 してい く,か とい うのが非常に大 きなウエー トを占めると思います

ので、その資料、お願いいた します。

○駒村委員長 では、用意 をお願 いいた します。

藤井委員、お願 いいた します。

○藤井委員 桝 田委員のおつ しやること、事業を経営 しておられ る側の立場でもっともだと思いま

すが、看護の認定看護師 というのはもともと診療報酬がついて始まつたものでは ございません。看

護協会が 自分たちで質のいい看護を提供 していこうというもとに、きちん と質を高めてい くとい う

努力のもとにこういうものを養成な さってお られたと。そ こに対 して後づけで制度が評価 していた

だいたということですか ら、やは りこれは国民 目線に立 っていただいて、今、認定介護福祉士な り

専門介護福祉士 をつ くつてどのような質の高 いサー ビスが提供できるのか、それ をきちんと養成 し

てい くとそれが最終的には制度 として評価 され るといいね とい う考え方 を私たちは持つべきでは

ないのかなあと。最初か ら、介護報酬で評価があるか ら養成 しようとい う形では、今の時代、国民

の理解は得に くいと思いますので、その点を踏まえた御議論を皆 さん方にお願 いできればと思 いま

す。事務局みたいな ことを言いま したけれ ども、失礼 しま した。

○度江委員 私 もそ う思います。同感です。

○駒村委員長  ほかに。

○馬袋委員 実 は専門の部分の中で、先ほど看護の ところで学びたいといった中に、もう一つは、

現場でや つていて、専門介護福祉士であるとか、そ ういつたプライオ リテ ィが働 いていて、す ごく

モチベー シ ヨンも上がるという内容 と、もう一つは、そういつたものをつ くるマネジメン トの体制

が しつか りして いないと、資格 あれ どもマネジメン トが何 も聞いてあげなけれ ば効果がないので、

多分、今、私たち、現場 も含めてや らないといけないのは、専門性 をつ くるとともに、その専門性

な り、またマネジメン トを生かす体制の一体的なケアのパ ッケー ジとい うので しょうか、ケアマネ

ジメン トを入れ た介護の在 り方 とい うことの中に専門的な要素がかな り入 つていって、介護福祉士

は専門的な人が いるんだよね という内容に持 つてい く途上にあるのではないかなあと。そこが介護

の幅広い面でとらえなが ら、支援を してい く業務の新 しい分野だ ととらえてもいいのかなと思 いま

す。是非そこは議論 しなが ら、専門性 とマネジメン トとい う大局観 をどういう内容で引いてい くの

か というところになるのではないか と思います。これは意見です。

○駒、本寸委員長 山田委員、どうぞ。

○山田委員 これか らも、高齢者、また介護の必要な方が、どん どん増 えてい く中で、言われてい

るように、雇用 は拡大 してい くことが求め られ ます。今回の中間まとめでも、「多様な経歴の人々

が介護の仕事へ参入できるよう間口を維持 しつつ」というくだ りがあ ります。藤井委員がおつ しゃ

ったように、新 しく就業する人たちというのはケアの現場で働 き始めるわけです けれ ども、今は在

宅でも施設でも、やは り対象者の個別性に着 目した支援 ということを中心に小 さなチームで支えて

い くというのが一般的になってきている。

その ときに、新 たに就業 した人たちが、自分がどういうケアをすればいいのか とい うことを評価



して くれ る人、そ して、自分の同僚、仲間がどういうケアをしてい くのか、そのチームで実現 して

いくよ うなことをやは リマネジメン トできる人のもとにつかないと、なかなか定着 しない し、や り

がいも見えない。

そ ういう意味では、一人の専門職が知識、技術を高めるという側面 と同 じぐらい重要なのが、今

のよ うなチームマネジメン トができる人、そ して、そ ういうチームマネジメン トができることで初

めて 自分のや りたいケア というのが大きなスケールで実現できるということですか ら、そ うい うマ

ネジメン トができるとい うことをインセンティブとして持たせる、こういうことがケアの現場で今

一番求め られているような気が します。そ うい う意味では、自分がや つている行為 とか知識 、これ

を新 しい人たちや 自分のチームの人に言語化できる、説明できるという、そのような能力な ども大

変大事だ と思います。

それか ら、また別の話 としては、この介護の仕事 というのが一般的に普遍化 してまだ 日が浅いわ

けです。ですか ら、先ほ ど介護福祉士会の組織率の話も出ま したが、これからの課題はあると思 う

のです けれ ども、 しか し、これを大変魅力ある仕事に しなければいけないということだけは、ここ

に集まっている方たちは皆思つているわけです。そ ういう意味では、今、介護の仕事についている

人、あるいはこれか らつ く方がやは り目指 したいものですね。そ ういうものを しっか りとつ くって

いくということ、 これも大きなポイン トではないか と思います。

そ ういう意味では、ここに書かれているような、介護福祉士のもう一段上の ところをはつき りし

た形で見えるような仕組み をつ くつて、やは り尊敬 もされ、自分のや りたいケアが実現できるよう

な、そ ういうことと、憧れ になるような魅力のある仕事 という両面で是非 こういうものはつ くって

いつた らいいなと考 えています。

○駒村委員長 では、石橋委員、お願 いいた します。

○石橋委員 今回、より高い知識・技術をもつ介護福祉士の在 り方に関す る論点をお話 しいただい

てお りますけれ ども、これは廣江委員も先ほどおつしゃっておられ ましたように、やは り介護の現

場で働 く者が生涯意欲を持 つて働けるような仕組みづ くり、いわゆ るキヤ リア・ア ップの仕組み を

つ くってい くということが何よ り大切なのではないかなと思 っています。キャ リア・アップを して

いくためにはそれな りの能力を身につけることが必要であ り、その能力を養 うための研修の仕組み

というのも、併せて これか ら確立 していかなければいけないと思 つています。

私たち日本介護福祉士会におきま しては、そ ういう意味におきま して、介護福祉士の資格 を取 つ

た後のキャリア・ア ップに応 じた生涯研修 というのも実際に行 つているところであ ります。

先ほ どか ら議論がありま した ところですが、チーム リーダー となる、また初任者の指導係 などの

介護業務の中心的な役害1を 担 う介護福祉士を養成することとして、いわゆ るファース トステ ップの

研修 を平成 18年 度か ら行 つています。この研修については、今、検証 しているところでは ござい

ます けれ ども、受講生並びに介護現場においても効果がある、とい う実績があ りますのでt本会が

行 つているこれ らの生涯研修 を活か し、次の段階で、先ほどか ら議論があ りますような、も う少 し

多様で幅広い介護ができる、応用ができるような認定介護福祉士みたいなものをきちんと位置づけ

て、それか ら更に、いわゆ る専門領域における専門介護福祉士の養成など、そ ういう道筋ができる



ような ことが望ま しいキャ リア・ア ップの仕組みであると思つているところで ございます。

○駒村委員長  では、因委員、お願 い します。

○因委員 専門介護福祉士構想 とい うのはもう随分、た しか平成 16年 ぐらいか ら、つ くるのが望

ま しいみたいな ことをいろんな文章の中で見ているところです。現場の人たちは、業務の大変 さ、

どうい う専門性 を高めればもっといい仕事ができるか ということを考 えている人がた くさん いま

す。ですから、こういう専門介護福祉士ができるというような情報を木変期待 しながら、いつでき

るのと言つている方たちもたくさんいらっしゃることは事実です。その方たちが、社会福祉士を取

つた り、精神保健福祉士を取つた りして、介護福祉士だけではない、例えば看護師にも挑戦 したり

しています し、だから、決 して意欲がないわけではなく、600時 間どうして取るんだという以上の

ことをやっている人たちもたくさんいるのだということをつけ加えておきたいと思います。

○駒村委員長 では、田中先生。

O田 中委員 先ほど養成のところで、できるだけ現場の方がそういう資格を取れるような道筋をと

いう御意見があつたと思うのですけれども、全 く異論ございません。ただ、我々、この新カリで 2

年目になりますけれども、 1つ 、わかりやすい言葉で申し上げますと、考える介護福祉士というこ

とを標榜 しておりま して、自分でデータをもらって、そ してアセスメン トをして、そして生活支援

技術をどのように使つていくか、それによって日常生活の活動がどのように高まるか、あるいは活

動が、参加が高まっていくかと、こういうことをパッケージで教えていこうということをしている

わけですが、我々、そういう思考方法を教えることが一番人事だと思っております。

したがいま して、この新 しい、もし上位といいますか、次の目標の資格ができるということにな

つた場合に、是非ともそのような人材を現場で育てていただきたいということでありまして、それ

には、この養成にはフィール ドワークが非常に大事だという認識を持つております。したがいまし

て、そのフィール ドワークについては、勿論、現場と一緒にやっていかなければいかんわけですけ

れども、是非とも教育という視点でそういう枠組みをつくっていただきたぃと思つております。

○駒村委員長 ほかに皆様、御意見よろしゅうございますか。

そうしましたら、やや時間も余つておりますけれども、今日のところはここで締めさせてぃただ

きたいと思います。

最後にt事務局より次回の日程について報告をお願いいたします。

○事務局 次回、第 6回の日程でございますが、10月 29日 金曜日、午前を予定 してございます。

詳細につきましては、追って連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

以上です。

○駒村委員長 第 6回 においては、本国いただいた御意見を事務局に整理 していただき、ょり高い

知識・技術をもつ介護福祉士の養成について及び介護福祉士に至るまでのキャリアパスの在 り方に

ついて議論 したいと思います。

それでは、これで「今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会」の第 5回 会議を開会いた しま

す。長時間にわたる議論:あ りがとうございました。

０
０

う
４
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は じめ に

これから本格的な高齢化社会を迎えるわが国では、更なる要介護高齢者の増大が予測

され、介護サービスの供給について一層の量的拡充を図ると共に、介護サービスの質的

充実が大きな課題となっている。

質の高い介護サービスとは、「利用者が尊厳を保持 し、その有する能力に応 じ自立し

た日常生活を営むことができるようにすること」という介護保険の理念の実現に資する

ものであるべきだという点においては多くの関係者の意見が一致するところである。し

かし、多面的・多義的な額1面 を有する介護サービスの質について、どのlll面 を重視して

評価を行 うべきかtま たどのような方法により評価を実施すべきであるかといつた具体

的な点については専門家の間でも意見が分かれるところである。

平成 21年度介護報酬1改定を審議した社会保障審議会介護給付費分科会においても、

介護サニビスの質の評価の在 り方について議論が重ねられ、現状では質の高いサービス

を測る確立した客観的な指標がないなか、介護従事者の専門性の適切な評価や、キャリ

アアップの促進を図るため、「介護福祉士の割合」、「常勤職員の害」合」、「一定以上の勤

続年数の職員の割合」の 3つの指標を暫定的に用いたサービス提供体制強化加算が導入

された。一方で同分科会の審議報告においては、介護サービスの質の評価が可能と考え

られる指標について早急に検討を進めるとの結論がまとめられた。

上記の状況を踏まえた上で、本事業では検討委員会を設置し、介護サービスの質の評

価の在 り方についての調査研究を行い、今後の制度改正や介護報Elll改定等に反映させる

ための基礎資料とすることを目的に議論を行った。本報告書は、本検討委員会での検討

結果を取りまとめたものである。また、参考資料として、報告書の取りまとめにあたつ

て参考とした、市町村を対象としたアンケー ト調査の結果と、検討委員により執筆され

た報告を掲載している。

本調査研究の実施にあたり、ご協力をいただいた検討委員各位、アンケー ト調査にご

協力をいただいた関係者の皆様にこの場を借 りて深く感謝を申し上げる。
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I.平成 21年度検討委員会 報告書

第 1章 背景 と経緯

.わ
が国の 65歳以上の人口は、平成 17年には総人口の 20%を 超え、本格的な高齢化

社会を迎えている。戦後一貫して増加傾向が続いていた総人口も、少子化などにより減少

に転 じている。

このような急速な高齢化・少子化の進展に伴い、高齢者を中心とした医療費の急激な増

加、介護や年金に対する将来不安など、高齢者の保健福祉を巡って、我が国は大きな課題

を抱えている。

とりわけ、高齢化に伴って重度介護者、認知症の高齢者が増える中で、高齢者の単独 :

夫婦のみの世帯が増加するなど、介護問題は、高齢者の生活に係る大きな不安要因となっ

ている。            ′

平成 12年度に、介護が必要な高齢者の尊厳を保持 し、能力に応 じて自立した 日常生活

を営むことが出来るよう支援することを基本理念 として掲げた介護保険制度が高齢者福祉

の柱 として導入されてから、丸 10年が経過 したところであるが、この間t民間事業者を

中心に介護サービス事業所数は着実に増加 してお り、介護サービスの供給量は、地域的な

課題やサービスの種類ごとの課題はあるものの、概ね順調に増加 してきたと言えよう。

今後も、高齢化が進行 し、要介護高齢者の増大が予想される中、介護サービスの供給に

ついて一層の量的拡充を図ることが求められているが、同時に、介護サービスの質的充実

が大きな課題となっている。

介護サニビスの質の確保のための取組 としては、これまで t)都道府県による指導 。監査、

情報公表制度、都道府県や民間団体等が実施する第二者評価、事業者の自主的活動 (自 己

評価や利用者満足度調査の実施、IS09001の 取得、TQM活動等)な ど様々な取組が実施さ

れ、
二定の効果をあげてきたところであるが、これ らの取組が必ず しも相互調整がなされ

ず有機的連携を欠いた状況で実施さねノていることなどが課題 として指摘されている。

また、審議会等においては、以下のように、サービスの質に着目した介護報Ellの 在 り方を

検討することが求められている。

(1)社会保障審議会介護給付費分科会における指摘

近年、介護サービスをめぐっては、介護従事者の離職率が高く、事業者の人材確保が困難

であるといつた実態が明らかになり、平成 20年 5月 に「介護従事者等の人材確保のための

介護従事者等の処遇改善に関する法律」が成立してぃる。

このような状況を踏まえ、社会保障審議会介護給付費分科会において、平成 21年度介‐護報

酎‖改定について、特に介護従事者の処遇改善に資するものとなるよう、ひいては利用者が質

の高いサービスを安心して安定的に利用できるようにするという観点から議論が行われた。

介護給付費分科会での審議を踏まえ、平成 21年度介護報酎‖改定においては、介護従事者の

人材確保・処遇改善を基本的な視点の一つとして、介護従事者の専門性等のキャリアに着目

した評価 (「特定事業所加算」「サービス提供体制強化加算」)等が行われたが、同分科会

の審議報告においては、本来は、質の高いサービスを提供する事業所への適切な評価を行 う
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ことにより、処遇改善を推進するべきとの指摘がなされ、今後の方向性について、 「介護サ

ービスの質の評価が可能と考えられる指標について、検討を行 うこと」とされた。

(2)地域包括ケア研究会の指摘

平成 20年度に開催された地域包括ケア研究会 (座長 :田 中滋慶應義塾大学大学院教授)に

おいては、団塊の世代が 75歳以上となり高齢化がピークとなる 2025年 を目標として、ある

べき地域包括ケアの方向性 と、その姿を実現するために解決すべき課題の検討が行われた。

本研究会の報告書では、 「地域包括ケアシステム」について、 「ニーズに応 じた住宅が提

供されることを基本とした上で、生活上の安全 。安心 。健康を確保するために、医療や介護

のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場 (日 常生活圏域 )

で適切に提供できるような地域での体制」と定義した上で、「地域包括ケアシステムの構築」

という観′ほから、今後の検討のための論点整理が行われている。

報告書の中では、介護報酬の在 り方についても触れられてお り、 「介護報lllと は、本来、

利用者に対して良質なサービスが提供されるよう、サービス提供の対価として事業者に支給

されるものである」が、現行の報酎‖体系では、必ず しも良質なサービスの提供につながらな

い可能性があると指摘した上で、「個々人のニーズに応じて医療・介護等の様々なサ‐ビス

とを適切に提供することを目的とした地域包括ケアシステムを構築するためには、サー ビス

の質に着 目して介護報Ellを 支給する体系とすべきではないかJと 提言された。

本検討委員会においては、上記の状況を踏まえた上で、介護サービスの質の評価の在 り方

についての調査研究を行い、今後の制度改正や介護報酬改定等に向けた検討に資する基礎資

料とすることを目的に議論を行ってきた。

以下、その検討結果を報告する。

-2-



第 2章 介護サー ビスの質の評価に関連する既存の取 り組みについて

介護サービスの質の評価に関連する取組としては、既に、

①介護保険法第 115条の35の規定に基づき、全ての介護サービス事業者を対象に実施

されている「介護サービスの情報公表」

② 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 72条第 2項

等の規定に基づき、小規模多機能型居宅介護事業者及び認知症対応型共同生活介護事業

者に義務付けられている自己評価・外部評価

③ 「福祉サービス第 3者評価事業に関する指針についてJに基づき、都道府県が実施する

「福祉サービスの第 3者評価」

などが実施されているところである (図表 1参照)。

これらは、根拠規定、主目的、評価 (報告)項 目、評価 (報告)方法等はそれぞれ異なっ

ているものの、いずれの制度も各事業所等が提供するサービスについて利用者等への情報提

供、質の改善に資する取組 として運用され、す定の効果をあげてきた:

また、介護報Illl上 は、質の評価に関連する加算として、

1)サービス提供体制強化加算

2)特定事業所加算

3)在宅復帰支援機能加算

等の評価が行われている (図表 2参照)。

なお、診療報酬においても、診療の質を確保する試みとして、

1)在宅復帰率等を評価する「回復期 リハビリテーション病棟入院基本料 1」

2)療養病棟入院基本料を算定する病棟におけるQI(Qualけ IndiCat6r)の 測定・評価

等が導入されている (図 表 3参照)。
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図表 1 介護サー ビスの質の評価に関連する既存制度

―
ト
ー

「介護サー ビスの情報公表」制度 指定地域密着型サー ビスの

自己評価 日外部評価

福祉サー ビスの第二者評価事業

根拠規定 介護保険法第 115条 の 35 指定地域密着型サー ビスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準 (平 成13年 厚生労

働省令第34号 )第 72条第 2項等

社会福祉法第 78第 1項及び 2項

制度の概要 介護サー ビスの内容や運営状況に関する

報告をすべての介護サー ビス事業者に義

務づけ、都道府県知事が一部を調査 した

うえで公表するもの

事業者が、自ら提供するサー ビスの質の評

価 (自 己評価)を 行うとともに、外部のも

のによる評価 (外 部評価)を 受け、それ ら
の結果を公表 し、サー ビスの質の改善をめ

ざすもの

社会福祉法人等の提供する福祉サー ビス

の質を事業者及び利用者以外の公正・中

立的な第二者機関が専門的かつ客観的な
立場から評価を行 うもの

制度の実施主体 都道府県
(指定調査機関及び指定情報公表センタ

ーを指定 して行 うことが可能 )

都道府県 都道府県推進組織

対象となる介護サ
ービス

介護保険法で定める全てのサー ビス事業

者 (平成21年度から)

・指定小規模多機能型居宅介護事業者
・指定認知症対応型共同生活介護事業者
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者
・指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者

社会福祉事業の経営者が行 う福祉サー ビ
ス (都道府県によって異なる)

(高齢者福祉施設のみならず、児童福祉

施設、障害者施設を対象 )

実施の義務 対象となる介護サー ビスの全事業者に義

務づけ

対象 となる介護サー ビスの全事業者 に義

務づけ

任 意

背景・趣旨 利用者の権利擁護、サー ビスの質の向上

等に資する情報提供の環境整備を図るた
め、事業者に対 し、「介護サー ビス情報

」 (介護サー ビスの内容及び運営状況に

関する情報であって、介護サービスを利

用 し、又は利用 しようとする要介護者等
が適切かつ円滑に当該介護サービスを利

用する機会を確保するために公表される
ことが必要なもの)の 公表を義務づける

もの

自己評価は、サー ビス水準の向上に向けた

自発的努力と体制づくりを誘導 し、その内

容及び範囲において、これ らの指定基準を
上回るものとして設定されるものであり、

外部評価は、第二者による外部評価の結果

と、当該評価を受ける前に行つた自己評価

の結果を対比 して両者の異同について考
察 した上で、外部評価の結果を踏まえて総

括的な評価を行 うこととし、これによつて

、サー ビスの質の評価の客観性を高め、サ

ー ビスの質の改善を図ることを狙いとす

るもの

社会福祉法の成立により、措置制度か ら

利用者の選択による利用制度に移行 した
ことからヽ事業者 と対等な立場でサー ビ
スが選択できるようにするもの。



―

い
―

「介護サー ビスの情報公表」制度 指定地域密着型サービスの

自己評イ面・外部評価

福祉サー ビスの第三者評価事業

期待される効果 ・利用者が主体的に適切な介護サー ビス

事業所を選択することができる。
・サー ビスの質による競争が機能するこ

とによつて、介護サービス全体の質の向

上が期待される。

・外部評価の結果 と自己評価の結果を対比

し、外部評価の結果をら、まえて総括的な評

価を行い、サー ビスの質の評価の客観性を

高め、サービスの質の改善を図る

・個々の事業者が事業運営における問題

点を把握 し、サニ ビスの質の向上に結び

つける
・評価を受けた結果が公表されることに

よ り、結果 として利用者の適切なサービ

ス選択に資するための情報 となる

調査・評価等 を行

う主体

「基本情報」と「調査情報」の 2本立て

「基本情報」は、事業者が提供するサー

ビスや経営状況等に関する客観的な事実

について、事業者自らが報告。
「調査情報」は、都道府県知事 (指定調

査機関に委託可能)が事実かどうかの客

観的な調査を実施。

「自己評価」と「外部評価」の 2本立て

「自己評価」は、各事業者が自らサー ビス

を評価・点検する
「外部評価」は、都道府県が選定 した評価

機関の評価調査員が第二者の観点からサ

ー ビスの評価を実施

・都道府県が認証 した第二者機関 (評価

機関)の 評価者が評価を実施。
・ 「書面調査」及び「訪問調査」により

実施。
・ 「書面調査」は各事業者が自らサー ビ

スを評価・点検する。
・「訪問調査」は都道府県推進組織が認

定 した評価機関の評価調査者が第二者の

観点からサー ビスの評価を実施。
・第二者評価 とあわせ利用者の意向を把

握する為 「利用者調査」の実施が望ま し

いとされている。

情報公表の方法等 各都道府県の 「介護サー ビス情報公表シ

ステム」のサイ トで公表

(独 )福祉医療機構が運営する「福祉保健

医療情報ネットワークシステム (WAM NET

)を 利用して公表

各都道府県推進組織、WAM及 び評価機

関のホームページ上で公表

(事 業者の同意を得ていない第二者評価

結果は公表 しない)

公表・評価等の項

目と特徴

「基本情報」と「調査情報」の項目は、

介護保険法施行規則で規定 (全 国―律 )

事業所の評価、格付け、画一化を目的と

するものではなく、公表の対象は、誰で

も比較可能な客観的情報に限る。
「調査情報」は、チエックリス ト形式。

評価項 目は、各都道府県で策定

(評価項目の例を課長通知で提示 )

各評価項目に対する回答は主として記述

式。

国がガイ ドラインを示 し、都道府県はそ

れ を参考に評価項目や評価方法をそれぞ

れで定めている。

評価結果については、 レーダーチャー ト

による評点表示、至1達 の度合の多段階評

価 (ABC)、 記述式評講の表示など、様々

な表示がなされる



図表2介護報酬上の質の評価の取り組み

二 宅復帰支援機能カロ算,(介護者人保健施設).11‐ 5単位イロtl単ン
=.甲

|

【平成21年度改定での対応】

在宅への退所者の割合に応じた段階的な評価に見直しを行つた。

在宅復帰支援機能加算 10単位/日 ⇒

※在宅復帰率が50%以 上

・ 在宅復帰支援機能加算(I)15単位/日
※在宅復帰率が50%以上

・ 在宅復帰支援機能加算 (Ⅱ )5単位/日
※在宅復帰率が30%以上

事業所評価カロ算(介護予防通所り4｀「介護予防通所介護)■ oO単位/月 ,

【平成21年度改定での対応】

事業者の目標達成に向けたインセンティブを高め、利用者により適切なサービスを提供する観
点から、要支援状態の維持をより高く評価する方向で算定要件の見直しを行つた。

要支援度の維持者数
+■ランク改善者数 ×5

+2ランク改善者数 X10

運動機能向上サービス、栄養改善サービ
スまたは回腔機能向上サービスを利用後
に更新・変更認定を受けた者の数

要支援度の維持者数
+改善者数×2

運動機能向上サービス、栄養改善サービ
スまたは口腔機能向上サービスを利用後
に更新‐変更認定を受けた者の数

>2

介護報酬上の質の評価の取り組み

1 特定事業所加算 (訪問介護)所定単位数の10%、 20% ‐ . ‐ :

【平成21年度改定での対応】

○ 訪間介護員等及びサービス提供責任者について、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士の資格

取得など段階的なキャリアアップを推進する観点から、特定事業所加算について、要件を見直した。
・ 特定事業所加算 (I)鉢 制、人材(①及む②)、 重度要介護者等対応要件のいずれにも適合):所 定単位数の20%
・ 特定事業所加算 (I)(体 制、人材(①又は② 要件のいずれにも適合)      :所 定単位数の10%
・ 特定事業所加算 (Ⅲ )(体 制、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合)     :所 定単位数の10%

【要件見直しの内容】
○「体制要件」については、現行の要件に、「緊急時における対応方法の明示」を追加した。

○ 「人材要件」については、

① 「介護福祉±30%以上」を、「介護福祉±30%以 上又は介護福祉士、介護職員基礎研修修了者又は1級課程の

訪問介護員の総数が500/o以 上」と規定。

② 「すべてのサービス提供責任者が5年 以上の実務経験を有する介護福祉士」を「すべてのサービス提供責任者が

3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修終了者若しくは1級課

程の訪間介護員」とする。ただし、サービス提供責任者を複数配置しなければならない事業所においては、2人以上を

常勤とした。

○ 「重度要介護者等対応要件」については、
・「要介護4及び要介護5である者の総数が20%以上」を「要介護4、 要介護5及び認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅲ以上の者の総数が20%以上」とした。
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【特定事業所加算(訪問介護)の算定要件】

<体制要件>
① すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施文は実施を予定しているこ

と。
② 利用者に関する情報、サービス提供に当たつての留意事項の伝達又は訪間介護員等の技術指導

を目的とした会議を定期的に開催すること。

③ サービス提供責任者が、訪間介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たつての留意

事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。

④ すべての訪間介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。

⑤ 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

<人材要件>
① 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修

了者・¬級訪間介護員の合計が50%以上であること

② すべてのサTビス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経

験を有する介護職員基礎研修課程修了者・コ級訪間介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、
コ人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス

提供責任者が常勤であること。

<重度要介護者等対応要件>
前年度又は前3月 の利用者のうち、要介護4～ 5・ 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の総数が
20%以上であること。

介護報酬上の質の評価の取り組み

|'特定事業所押‐幕.(:居宅介護
=媛

).599単位/月 、199単位イ月 |.1..■ ‐

【平成21年度改定での対応】

事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直しを行つた。

【要件見直しの内容】

中重度者や支援困難ケースヘの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、計画的な

研修の実施等を行う事業所を評価した。

イ                   ① 主任介護支援専門員を配置していること。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名 以上配置していること。
③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たつての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議を定期的に開催すること。
④ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3～要介護5である者の割合が

特 定 事 業 所 加 算 (I)  ⑤
5摯

撻鍵 霧鶴 縫確保し、かつ、必要に応じて利用者等研 験 に対応する体制を

500単位 /月
    ⑥場 警 島 基 龍 に対し、納 畑謝 修盤 施していること。

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅

③ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参カロしていること。
⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
101介護支援専門員1人 当たりの承l用 者の平均件数が40件 以上でないこと。

乍卜,起「料業:「折カロ

`算

(Ⅱ )      特定事業所加算(I)の③、⑤、⑨及び10を 満たすこと、主任介護支援専門員等を

300単七し/月        配置していること並びに常動かつ専従の介護支援専門員を2名 以上配置していること。
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介護報酬上の質の評価の取り組み

=■
ビ不振体体tlli摯

`り

F幕 (干盛4年章弥定:で導.本)|

【平成21年度改定での対応】
○ 現状では、質の高いサービスを測る客観的な指標として確立したものがないことから、

暫定的に以下の職員割合を用いて、介護従事者の専門性等に係る適切な評価及び
キヤリアップの推進を図ることとした。

一

論
一

一　
　
　
の

一

巡
一
△
口
　
年

一

一
護
勤
定

一

一
介
常

一
一

一
①
②
③

一

一　
　
　
　
　
　
一

サービス提供体制強化加算の算定要件と単位数

訪間入浴介護 ○ 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
)介護福祉士が30%以上配置されていること。
② 介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の合計が50%以 上
配置されていること。

24単 位 /回

夜間対応型訪 間介護
(包括当け副舞準『人月)

%』蹴訪i齢孟磐え,夕糎 F“
年嘘の飾年数のある者が 6単位 /回

訪問リハビリテーション 03年 以上の動続年数のある者が配置されていること。

次のいずれかに該当すること。
介護福祉士が40%以上配置されていること。
3年以上の動続年数のある者が30%以上配置されていること。

通所介護
通所リハビリテーション

知症対応型通所介護

療姜通所介護 3年以上の動続年数のある者が300/o以上配置されていること。 6単位 /回

○ 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
介護福祉士が40%以上酉己置されていること。
常勤職員が60%以上百己置されていること。

Э 3年以上の動続年数のある者が30%以 上配置されていること。

小規模多機能型居宅介護 8:31署ぎ肇lφジ長.月

認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
短期入所生活介護
短期入PFT療養介護

次のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士が50%以上配置されていること。
② 常勤職員が75%以上配置されていること。
03年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。

嘔)31量任)f日
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図表3質の評価に係る取り組み ―医療保険―

曇二11■回復期り

^ビ

リテTシヨン病林八院基本料111■■

〇 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者に対し、
ADL能 力の向上による寝たきりの防止と家庭復り尋を目的としたリハビリを集中的に行うた

めの病棟。

○ これらの目的を達成するための診療の質を確保する試みとして、平成20年度診療報

酬改定において、回復期リハ病棟入院基本料1を算定する場合は、以下の施設基準を

満たすこととされた。
① 新規入院患者のうち、15%が重症の患者であること
② 退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が6割以上である

こと

○ こうした施設基準については、試行的に導入されたものであり、中医協の検証部会に
Sい こととしてい

質の評価に係る取り組み ― 医療保険一

|‐ 1療養病棟入院基本料を算定する病棟IFおける治療:‐ヶアの質の評価の仕綱み ||

○ 療養病棟入院基本料を算定する療養病棟については、平成20年度診療報酬改定より、
「治療・ケアの内容の評価表」として、Ql(Qua!ity lndicator)を 測定・評価し、病棟に備え付

けることとなつたが、保険者への提供が義務付けられているものではない。
○ 治療・ケアに問題のある可能性の患者に対しては、「治療・ケアの確認リスト」に基づい

て治療・ケアの内容を確認することが求められている(15ページ参照)。

【治療・ケアの内容の評価表】

ADL区分1・ 2の患者に

褥  おける褥清

着  ADL区 分3の患者に

おける褥着

ADLの 低下 (「支援のレベル」
の合計点が2点 以上増加)

尿路感染症

身体抑制

※ 当該病棟(診療所)内で新規に発生した数(再掲)
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第 3章 介護サー ビスの質の評価の目的、方法等

本章においては、介護サービスの質の評価システムについて、誰を当事者として、いずれ

のサービス類型を対象として、何のために (目 的)、 誰が (言平価者)、 どのように (評価手法)、

評価を行うか、といった論点等について整理する。

1.介護サ,ビスの質の評価の当事者

介護保険サービス事業者にとつて、良質な介護サービスの提供が求められていることは論

をまたないが、一口に「介護サービスの質」といっても、質についてイメージする内容や、

何をもつて良質と判断するのかの価値基準は、当事者 としての立場や個々人によつて大きく

異なり、質は多面的・多義的な狽1面を有 していると言える。

介護サービスにおいては、サービス利用者本人や家族、サービス提供者 (管理者、従事者)、

保険者、地域住民等の様々な利害関係者が存在するが、介護サービスの質の評価の実施に当

たつては、誰を当事者 と位置づけるかによって、評価結果の活用方法は異なるし、また、具

体的に評価すべき内容等も異なりうることに留意が必要である。

例えば、介護サービスの質の評価について、サービス利用者にとっては、サービス提供

を受けている又は今後受ける予定の事業所において専門性の高いサービスが提供 されてい

るかが関心事項であり、評価の結果が利用者にとって理解 しやすい形で公表 されれば、利

用者による事業者選択の支援につながることとなる。サービス提供者 (管理者)は、サー

ビス水準の向上に向け有用なデータを得ることに関心を持ち、質の評価の結果は、サービ

ス水準の向上に向けた事業者の自発的努力の誘導につながることが期待される。

現在tわが国においては、介護職員の処遇改善や人材確保が重要な政策課題となっている

が、従事者がや りがいを感じる職場であるか、といつた従事者の立場からの質の評価も求め

られている。

また、保険者は、介護保険制度の持続可能性の維持について関心が高く、給付の適正化と

いう観点からも介護サービスの質の評価に期待を寄せていると考えられる。一方で、介護サ

ービスの事業所は、地域包括ケアシステムの担い手として期待されてお り、地域住民にと

っては事業所が地域包括ケアの推進に貢献しているかどうか、といった観点から、事業所

において提供される介護サービスの質を捉えることとなる。

このような多様な当事者にとつての様々な目的の全てを満たす質の評価システムを構築す

るのは困難であるが、本検討委員会としては、利用者や地域住民を一義的な当事者 とし、第

3節で検討するように、サービス提供事業者において 「利用者のQOLの 確保」及び 「地域

包括ケアの推進」の達成に向けたサービス展開が図られることを質の高いサービスと位置づ

け、併せて、管理者や従事者、保険者等の当事者にとつてもメリットを有するような評価シ

ステムの構築を目指すべきと考える。

-10-



2.質の評価の対象となるサービス類型

介護保険においては、様々なサービスが提供されており、質の評価システムを検討する際

には、いずれのサービス類型を質の評価の対象とするかについての整理が必要である。

介護サービスについては、現状では施設系サービスと居宅系サービスに大別されてお り、

施設サービスについては、従来は基本的にほぼ全てのサービスが単一事業所により提供 され

ていることから、施設入所者の状態等は当該施設のサービス提供の結果とみなすことが可能

である。

一方、居宅系サービスについては、サービス提供主体が複数事業所にまたがること、地域

ごとの事業所整備状況やケアプラン、家族によって提供される介護も利用者の心身の状況等

に一定の影響を与えることから、個別の事業所単位ごとのサービスの質の評価が困難である。

また、介護保険制度においては、介護支援専門員 (ケ アマネジャー)がサービス計画 (ケ

アプラン)の作成や実施状況の把握・評価、事業者 との連絡調整等のケアマネジメン ト業務

を担っており、介護保険の利用者が自立した生活を送るためには、個々の事業所によつて提

供されるサービスの品質に加えて、複数のサービスを組み合わせるコーディネー トめ適切さ

についても着目する必要がある。

ケアマネジメン トのコーディネー ト面の評価においては、利用者の特性やライフスタイル

が大きな影響を及ぼすため、平成 21年度地域包括ケア研究会報告書で指摘されているよう

に、地域住民一人一人に提供されたサービスのパフォーマンスを評価するシステムを構築す

る必要がある。このような観点から、将来的には利用者特性 。ニーズとケアプランの内容の

合致を見る指標の開発や、その結果としての利用者の主観的健康感や満足度などの精神的な

側面についても評価を行 うことを検討する必要があると考えられる。

いずれにしても、介護サービスの質の評価に当たっては、サー ビス類型ごとに機能や利用

者の特ll■
_、 提供されるサービス内容等が異なることから(サービス類型の違いによって、質

を評価する際に重視すべき内容や項 目は異なることに留意の上、それぞれのサ‐ビス類型に

応じ、特に重視するべき評価項目を選定すべきであるが、評価システムの全体像を検討する

際には、全ての介護サービスの類型において適用することを目指 し、評価の目的等について

検討すべきであると考えられる。

3.質の評価の目的

(1)質の評価の目的と介護保険の理念

介護保険が提供するサービスについては、介護保険法第 1条に規定された介護保険の理念

(利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

にすること)を実現することが求められる。すなわち、介護サービスの質の評価の究極的な

目的は介護保険の理念の実現であり、 介護保険給付により提供される介護サービスの質の

評価の実施に当たっては、介護保険の理念の実現を常に念頭に置くことが重要である。

―
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これに基づき、質の評価の階層図を作成した (図表 4及び 5)。

(2)質の評価の階層図

この階層図では、介護保険の理念の実現を、介護サービスの質の評価の究極的な目的とし

て位置づけている。

そして、 「介護保険の理念の実現Jと いう究極的な目標に対し、それを達成するための下

位の日標 として、サービス提供事業者が達成すべき具体的な目標を設定した。

さらに、事業者が目標を達成するために、質の確保・向上に取 り組むべき分野を設定 し、

当該分野ごとに、個別具体的な評価項 目を検討することとした。

(3)事業所が達成すべき具体的な目標

「介護保険の理念の実現」という究極的な目標に対し、それを達成するための下位の目標

である 「事業者が達成すがき具体的な目標」として、 「利用者のQOLの 確保」及び「地域

包括ケアの確立」の 2項 目を設定した。

さらに、各事業者において「利用者のQOLの 確保」及び 「地域包括ケアの確立」を図る
‐

ためには、効率的かつ健全な経営を行っていることが前提となることから、この 2項 目を下

支えする項目として、「適切な事業運営の確保」を設定した。

1)利用者のQOLの 確保

利用者の生活の質 (QOL)を 確保するためにはt安全かつ専門性の高い介護技術を提供

するとともに、介護サービス利用前と同様のその人らしい生活を実現できるよう、利用者個

人の状況に応じたきめの細かいサービスを提供することが必要である。

このようなことから、 「利用者のQOLの 確保」という目標を達成するために事業者が取

り組むべき分野として、「①安全かつ専門的技術の提供」及び 「②利用者の生活の継続に向

けた工夫」を設定した。

「①安全かつ専門的技術の提供」で評価すべきことは、事業所の各専F5職等 (看護職員、

介護職員、リハビリ専門職員、栄養・調理職員等)が 、安全で専門性の高いサービスを提供

していることであり、具体的な評価項 目の例を図表 6に示した。

評価項 目は、基本的に、事業所において提供される技術水準の高さを評価するものであり、

良質であることの判断基準 。評価尺度は比較的明確で、標準化しやすいものである。

「②利用者の生活の継続に向けた工夫」の分野は、利用者個人のライフスタイルや嗜好な

どを踏まえたその人らしい生活の確保、利用者の精神的な満足の確保などを評価するもので

ある。なお、この分野は、多分に個々人の価値判断に左右 されるため標準化が困難であり、

量的な評価が困難な領域であることに留意が必要である。

2)地域包括ケアの確立

今後、さらなる高齢者の進展に対応するため、それぞれの地域において、 「自助・互助・

共助・公助」の役害1分担を確立し、地域全体で高齢者を支える仕組み (地域包括ケアシステ

ム)を構築することが求められている。個々の利用者のニーズに応 じたサービスを提供する

ためには、単一事業所でサービス提供を完結するのではなく、日頃から、地域の保健 。医療・
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福祉サービスを提供する専門機関等と連携を強化しておくことが必要である。

また、地域包括ケアシステムの実現に向け、住民や、専門職、ボランティア、民生委員等

の職種や所属を超えた 「ケアの提供に係る学びのプロセス」を確保することが重要であり、

この点、介護サービス事業所が、地域住民の介護力強化に向け主導的役害1を果たすなど、地

域社会に積極的に貢献することが求められている。

このようなことから、 「地域連携の推進」という目標を達成するために事業者が取 り組む

べき分野として、「③地域の保健 。医療・福祉資源の活用と連携」及び 「④地域社会への貢

献」を設定した。

3)適・」Iな事業運営の確保

「利用者のQOLの 確保」及び 「地域包括ケアの推進」という具体的目標を達成するため

に、適切な事業運営を確保するための経営資源 (ヒ ト、モノ、カネ、情報)と して、 「⑤従

事者がやりがいを感 じる職場づくり」 「⑥適切な施設 。設備の管理J「⑦適切な財務管理」

「③情報を活用した事業戦略」の 4分野を、各事業者が基盤的に取り組むべき事項 として設

定した

なお、適切な事業運営を確保するための経営資源の 1つがヒト (人材)であり、 「従事者

がや りがいを感 じる職場づくり」は重要な課題である。とりわけ、現在、わが国においては、

介護職員の処遇改善や人材確保が重要な政策課題 となってお り、各事業所において、ЁS

(Employee Satishction)を 高めるための取組の充実が求められている。

なお、介護サービスの質の評価の主要 目的の 1つは、利用者の満足度 (CS:customer

SatisfactiOn)の 向上を図ることであり、ESと CSの関係が問題となる。この点、ESと CS
は直接比例しないとの指摘もあるが、少なくともESはCSの前提条件と考えられてお り、

利用者に対し良質なサービスを提供する上で、事業所において、従事者がや りがいを感 じる

職場づくりに取組ことが重要である。
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図表 4 質の評価の階層図 (基本的なイメージ)

誰にとっての質の評

価か明確にする (メ リ

ッ トを受ける当事者

の明確化)

介護サ ー ビスの

多面性に配慮

図表 5 質の評価の階層図 (詳細なイメージ)

介護保険の理念

・安全かつ専門的技術の

提供
―生活の継続に向けた工

夫
・保健Ⅲ医療・福祉資源

の活用と連携

この法律は (中 略)こ れらの者が尊厳を保持し、その有

ユ、必要な保ll■医療サービスおよび福祉サービスにか
かる給付を行う。

事業所が達成すべ

き具体的な目標

目標を達成する

ため、事業所が質

の確保・向上に取

り組むべき分野

利用者等のQOLの

確保
:地域包括ケアのよ佳進

地域の保健・医

療・福祉資源の

活用と連携

利用者等のQOLの確保

地域包括ケアの推進

安全かつ専門的

技術の i是 供

生活の糸迷続に向

けたI夫

適切な

事業運営
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図表 6 質の評価の階層図に基づ く評価項 目の例示
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4.質の評価の評価主体

質の評価方法について、誰が実際に評価作業を実施するか、という観点から分類した場合、

(1)事業者 自ら実施する評価 (自 己評価)、

(2)利用者による評価 (利用者評価)、

(3)評価機関等による外部評価 (第二者による評価)、

(4)同業者等による評価 (ピ アレビュー)、

などに大別できる:ま た、これらの評価方法を組み合わせた評価市1度 も存在する。

(1)自 己評価

自己評価については、事業所にとって経済的負担が軽く、その繰 り返しによつて、質改善

の仕組みの定着が期待できるというメリッ トがあるが、評価の方法によつては、不都合な事

実については評価を行わないという選択が可能なため、改善点の洗い出しが不十分にな りや

すいというデメリッ トがある。

また、自己評価の結果に対し、何らかの経済的インセンティブが生じる制度を構築する場

合、事実と異なる虚偽の報告がなされる可能陛が否定できないことから、評価結果を確認す

るための監査や、虚偽の報告を行った場合には強いペナルティを与えることなどにより、評

価の客観性を担保する仕組みも考慮する必要があると考えられる。

(2)利用者評価

利用者重視のサービス提供という観点から、一部の医療機関や介護サービス事業者におい

ては、利用者満足度調査の実施などにより、利用者によるサービスの質の評価が行われてい

る。利用者評価の実施により、利用者の目線で事業所が抱える課題を抽出し、事業者にとつ

てサービスの質の改善につなげることが可能であるというメリットがある。

しかしながら、利用者による評価では、提供されるケア技術の専門性の高さを客観的に評

価することは困難であり、接遇や環境面に偏 りがちになることが問題点として挙げられる。

また、利用者の価値観や、他の利用者 との関係など多様な要因により利用者満足度は影響を

受けるものであることにも留意が必要である。

(3)第二者による評価

評価機関等の第二者が評価を行 う場合には、評価の安定性や妥当性を確保 した上で、他事

業所との比較に資する客観的な評価結果が得られるというメリッ トがある。ただし、良質な

外部評価を実施するためには、高い専門性や経験を有する評価機関・評価者を一定程度確保

し、評価機関・評価者の質が均質化されていることや、QI・ QMの ような量的尺度の確立

が前提となる。

この点、既存の評価制度において指摘されているように、介護サービスの評価について適

切な知識や技術を有する評価機関の整備状況は地域間で大きく異なり、また、個々の評価者

においても専門性や経験にばらつきが見られることから、外部評価システムを適切に運用す

るためには、良質な評価機関 。評価者を確保するための研修制度などの体制整備が不可欠で

ある。

また、外部評価には、評価者の事業所訪問や評価実施に係る人件費や出張費用等の経費が

発生し、自己評価と比べて、評価に要する費用が高くなるというデメリットが存在する。
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(4)同業者等による評価

介護サービス事業者にとつて、地域の同業者と交流する機会を持ち、相互訪問等の活動を

行うことは、事業者間の連携の強化につながるとともに、自らの抱える課題を容易に把握で

き、サービスの質の向上を図る上でも有効であると考えられている。

このようなことから、同業者や事業者団体によるサービスの質の評価 (ピ ア・レビュー )

の意義を指摘する意見もある。

5.質の評価の評価方法

評価の方法については、

①記述式 (評価項 目に係る状況を自由記載 )

②多段階評価方式 (評価項 目に対しA、 B、 Cな どの多段階による評価 )

③チェックリス ト方式 (評価項目に該当する場合にチェックマークを記入)

④数値指標による方式

(ア ウ トカム、アウトプットなど数値化できる情報を評価項目として活用 )

など、様々な方式が存在する。

わが国の介護サービスの質の評価に関連する既存の制度においては、当該制度の目的等に応

じ、これ らの方式のいずれかを単独で、又は、1組み合わせて使用 し評価が行われているが、

それぞれの評価方法は、それぞれメリット、デメリットを有している (図表 7参照)。

【図表 7】 質の評価の評価方式のメリット・デメリット

メリッ ト デメリット

記述式 ・事業所の創意工夫を反映し

た評価結果の明示が可能。

評価者に一定の文章力等

が要求される。

評価者の主観的判断によ

る結果のば らつきが生 じ

やすい。

多段階評価方式 ロー定の評価基準に基づいて

その達成度合いを評価し、認

証を行つたり、事業所の格付

けを行うことが可能。

事業者の取組の改善が進

み、評価するべき状況がひ

とたび達成 されて しまう

と、更なる改善が誘導され

ない。

事業者の倉1意 工夫によ

り、言平{面項目に列言己さオした

内容以外の望ま しい取組

が行われている場合にお

いて、かかる取組について
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適切な評価が不可能。

評価者の主観的判断によ

り、結果のばらつきが生じ

やすい。

チ エック リス ト

方式

・評価の基準や尺度が明確で

あり、評価者の主観的判断に

よる結果のば らつきを避 け

ることが可能。

・事業所間の比較が容易であ

る。

・ 多段 階評価方式のデメ リ

ッ トに同 じ。

数 値 指標 に よる

方式

・ 数値化困難な評価項目に

ついては、評価不可能。

ロデータの収集に一定の手

間が生 じる

6_質の評価システムの検討に当たっての留意点等

本章では、介護サービスの質の評価システムについて、誰を当事者として、何のために (日

的)、 何を (評価項目)、 誰が (評価者 )、 どのように (評価手法 )、 評価を行 うかといった論

点について整理してきたが、質の評価に関するその他の論点 (留意点等)について列記する。

(1)利用者や事業者に理解され、受け入れ られる評価であること

評価の対象とする内容や項目を慎重に選定しなければ、利用者や事業者にとってメリット

が感 じられず、事業者にとって単に負担感のみが感 じられる作業になりかねない点に留意が

必要である。

このため、事業者のコス トや労力を極力抑えつつ、介護サービスの質の確保・向上に直接

つながる必要最小限な評価項目を設定し、かつ、評価項目については、利用者や事業者に理

解され、受けいれられるものでなけねノばならない。

なお、評価項目には、事業者の努力により容易に改善が可能なものと、事業者の努力では

改善が困難なものが存在するが、後者を評価項目として採用するのは不適当であり、事業者

の努力を反映できる項目に限つて評価を実施することが適当である。

(2)質の評価の費用負担について

質の評価については、デニタの収集 。解析等にコス トや労力を要し、さらに外部評価を実

施する場合には、評価者の作業費用 (人件費、出張経費等)も発生し、これらの必要を誰が

負担すべきかについて慎重な検討が必要である。

通常は、事業者の費用負担により質の評価が実施されるが、質の評価の結果、良質な介護

サービスが確保されれば利用者が直接的メリットを受けることから、

質の評価のコス トを利用者に転嫁することを正当化 しうると言えよう。このような観点から、

仮に介護報llllにおいて、質の評価に係る加算を新たに設けた場合、質の高い事業者のサービ

スの利用者に対し、当該加算に係る自己負担が新たに課されノることは合理的であると考えら
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れる。しかしながら、質の評価に係る加算を新たに設けた場合に、自己負担が過重等の理由

で、良質のサービスを提供する事業者の利用が回避 される事態が生じうることについて、考

慮が必要である。

一方、質の評価の実施により、事業者による地域社会、の貢献が進むtあるいは介護給付

の適正化 (介護保険料の低下)が見込まれる場合には、地域住民や保険者及び被保険者が質

の評価によるメリットを享受することとなり、このような場合には、質の評価のコス トを公

費で負担することも考えられる。

(3)PDCAサ イクルによる継続的な質改善プロセスの必要性

介護サービスの継続的な質改善プロセスのためには、PDCAサ イクルを確立し、評価結

果を継続的に把握するモニタリング体制を構築することが不可欠である。

なお、質の評価は、サービスの質向上を目的とするものであるが、不適切な評価が行われ

た場合、現場への負担やケアの歪み等の諸問題が惹起されるが、適切なモニタリングを実施

することにより、このような問題の発生を予防し、現実に問題が発生した場合には、評価シ

ステムや評価項 目の見直し、改善を図ることが可能となる。

(4)P4Pと P4R
米国などでは、医療報rlIの支払い方式として、質パフォーマンス指標を用いて病院をベン

チマークし、成績上位の病院に割増支給を行 うP4P(Pγ  for Pcrfomallcc:医 療の質に基づ

く支払い方式)が試みられている。一方、質パフォーマンスを報告することについてインセ

ンティブを与える方法については、 P4R(Ptt for Rcpo■ ing)と 呼ばれている。

米国等で試みられているP4Pに ついては、短命に終わつているものや、質の向上効果が

認められなかったとする報告や副作用の指摘も少なくないことから、わが国の介護サービス

に対 し、P4Pを 拙速に導入するのは適当ではないと考えられる。一方、質を評価するため

に事業者がデ‐夕を提出し、評価の結果をPDCAサ イクルを回すことに活用することは、

質改善を進めるに当たつて有意義であることから、介護サービスの質の評価においてP4R
の考え方を検討する必要がある。

(5)金銭的インセンティブ以外の質向上の誘導方策について

質の評価の結果を質向上につなげるためには、介護報Ellに よる加算・減算や助成金の交付

等の金銭的インセンティブを付与する方法が一般に有効とされているが、同時に、情報公開

(ポ ジティブ リス ト、ネガティブリス ト)等、金銭的インセンティブ以外の方法も考慮が必

要である。

例えば、質向上のための取組を積極的に実施する事業所に対する表彰制度を設けることに

より、事業者の自主的な質改善の取組を誘導することが可能である。また、サービスの質に

問題がある事業者に対し、ネガティブ情報の公表、罰則や改善命令、報酬減算等の懲罰的ア

プローチではなく、質の改善につながるような技術的指導を実施する仕組みを英国に倣って

構築することも今後検討が必要である。

このように金銭的インセンティブなみならず、金銭的インセンティブ以外の方法も同時に

実施することにより、一部の優良事業者のみならず、地域における事業者全体の質の向上 (底

上げ)につながるものと期待される。
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(6)地域サービスの評価の必要性

本検討委員会においては、主として、個別の事業者 。事業所を評価するシステムの検討を

行つてきたが、今後、様々な生活支援システムを地域で適切に提供していくための地域包括

ケアシステムの構築を目指すのであれば、個別事業者が提供するサービスの質の評価だけで

なく、地域包括ケア圏域において提供されるサービスの質の評価についても検討が必要であ

ると考えられる。

地域サービスの評価としては、適切な地域包括ケアの実施により、日常生活圏域において、

ケアを巡る環境がどれだけ改善され、地域力がどれだけ増大したか、といった点から評価を

行 うものであり、今後、具体的な評価の在 り方について検討を進めることが望まれる。
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第 4章 質の評価の 3要素によるアプローチについて

医療や保健医療政策の分野における質の評価においては、アベティス・ ドナベディアンが

提唱したス トラクチャー (構造)、 プロセス (過程)、 アウトカム (結果)の 3要素による

アプローチが一般に用いられてお り、本検討委員会においても、 ドナベディアンの 3要素に

よるアプローチを前提して、評価項目等を検討することとする。

一般に、工業分野の品質管理においては、プロセス面の保証が重視 されてきた。工業製品

などにおいては、製造工程などが標準化されていることから、プロセスの標準化 。画一化が

確保されていれば、必然的に製品の品質 (ア ウ トカム)が担保されると考えられている。 し

かし、プロセスの標準化が困難な分野においては、プロセスの保証が必ず しもアウトカムを

保証することはならないことに留意が必要である。この点、医療や介護などのヒューマン・

サービスについては、プロセスの標準化が困難な分野であり、質の確保を図る上で、プロセ

ス面を評価するだけでは不十分であり、アウトカム評価が重要であるとの指摘がある。

本章においては、 ドナベディアンの 3要素によるアプロニチについての議論等を踏まえ、

アウトカム評価のメリット・デメリットについて整理する。

ドナベディアンの 3要素アプローチ

米国の医師 。公衆衛生学者であるアベテイス・ ドナベディアンは、医療の質について論 じ

た 1980年 の著書において、他の研究者による評価手法の分類などを解釈 した上で、ス ト

ラクチャー、プロセス、アウトカムの 3要素によるアプローチが妥当であると論じている。

ス トラクチャーとは、医療を提供するのに必要な人的、物的、財政的資源であり、専門職

の数や分布、資格、あるいは医療機関の数、規模、施設、さらには医療提供体制や医療保険

制度などが該当するが、 ドナベディアンは、プロセスやアウトカムと比較すると、ス トラク

チャーは医療の質の指標としての有用性は低いと指摘している。

プロセスは、医療従事者 と患者の間の相
=作

用を評価するものであり、治療内容の適切性、

医療従事者の患者に対する接遇などが該当する。

アゥトカムは、医療によって患者にもたらされた健康状態の変化であるが、身体的生理的

狽1面のみならず、社会的心理的側面の改善や患者の満足度なども評価の対象となる。

ドナベディアンは、プロセスとアウトカムの関係について、いずれも長所と短所を有する

ものの、質の評価にあたつては、プロセスとアウトカムの両者を同時に活用することが重要

であると述べている

2.わが国におけるこれまでの質の評価 と3要素アプローチ

介護報酬の各種加算については、基本的に、介護サービスの質の確保に資する取組を評価

したものであると言えるが、図表 8は、現行の介護報酬上の加算の例を挙げ、ス トラクチャ

ー・プロセス・アウ トカムのいずれに該当するかを分類 したものである。

わが国ではこれまで、介護サービスの質の評価 として、主にス トラクチャーやプロセスに

着目した取組が行われ、アウトカムに着 目した評価については、指標の設定が困難であるこ
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となどから、限定的な活用に留まっている。ス トラクチャーやプロセスに着日した従来の質

の評価は、各事業所において提供される介護サービスの質の確保を図る上で大きな役割を果

たしてきたが、更なる質の向上を図るためには、諸外国の取組や評価指標などを参照して、

わが国においても、アウトカム評価を積極的に推進すべきとの意見が見受けられるところで

ある。

一方、アウ トカムに着目した評価 といっても、多様な側面があり様々な評価項 目が想定さ

れ、定量的 。客観的な把握が困難な項目と、定量的に把握可能な項目が存在するど
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図表 8 現行の介護報酬の加算における質の評価の例

施設系サービス 訪問通所系サービス

構造 (structure)評 価

【介護保健施設サービス費】

サービス提供体制強化加算 (I)
サービス提供体制強化加算 (Ⅱ )

サービス提供体制強化加算 (Ⅲ )

介護福祉士割合が50%以上、常勤職員割合が

75%以上又は勤続年数3年以上の者が30%以
上

【介護福祉施設サービス費】
看護体制加算 (I)
看護体制加算 (Ⅱ )

常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置
等に対する評価

【通所リハビリテーションサービス費】   ‐

サービス提供体制強化加算 (I)
サービス提供体制強化加算 (Ⅱ )

介護福祉士割合が40%以上又は勤続年数3年
以上の者が30%以上

【通所介護費】
個別機能訓練加算 (1)
個別機能訓練加算 (Ⅱ )

個別ニーズに対応する機能訓練の体制及び
サービス提供方法に着目した評価

過程 (prOcess)評価

【介護保健施設サービス費】
経口維持加算 (I)(Ⅱ )

経口維持加算 (I)(Ⅱ )

多職種協働で、摂食機能障害を有し、誤味が認
められる入所者に経口維持計画を作成した上
で、管理栄養士等が経口摂取を進めるための

特別な管理を行つた場合に算定。

【通所リハビリテーション費】
リハビリテーシヨンマネジメント加算

多職種協働で、リハビリテーション実施計画を作
成した上で、PDCAサイクルに基づいたマネジメ
ントを行つた場合に算定。

結果 (outcome)評 価

【介護保健施設サービス費】
在宅復帰支援機能加算 (I)
在宅復帰支援機能加算 (Ⅱ )

一定割合以上の者が在宅復帰した介護老人保
健施設において算定。

【介護予防通所リハビリテーション費】
事業所評価加算

利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一

定以上となつた場合に算定。
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3.ア ウ トカム評価のメ リッ ト

定量的に把握可能なアウ トカム指標については、次のようなメ リッ トがある。

①評価の基準や尺度が明確であり、アウトカムを客観的数値として明示することが可能で

ある。

②従つて、評価者の主観的判断による評価のばらつきを避けることが可能である。

③また、質改善の目標値を設定することが容易であり、日標値と実際のアウトカムとを比

較することにより、各事業者においては提供するサすビスの課題を把握し、質改善に向

けたPDCAサ イクルにつなげることが可能である。

④二時点間のアウトカムを比較することにより、質改善の状況をモニタリングすることが

可能であり、サービスの継続的質向上につなげやすい。

⑤他の事業所のアウトカムと比較するためのベンチマークとして利用でき、同業者間にお

ける自らのサービス水準の位置づけを知ることが可能である。

4.医療の質の評価で指摘されてきたアウトカム評価のデメリッ ト

ー方で、病院における医療の質の評価に関する研究を通じ、次のような問題点や限界が指

摘されている。

①アウトカム指標を用いた評価を導入することにより、成果が出やすい軽度の高齢者をケ

アの対象とし、改善が期待しにくい重度の高齢者の受け入れを事業者が拒む (ク リーム・

スキミング)と いった弊害や、評価指標を用いることについて視野狭窄、局部的最適化

など様々な問題点が指摘されている (図表 9参照)。

②データの収集等に多大な時間や労力、コス トがかかるが、必ず しも作業に要したコス ト

等に見合 う質の改善効果が得られるとは限らない。

③アウトカム指標により評価できる質の内容には制約があり、アウトカム指標では多面的

な品質の一面しか評価できない場合がある。

①このようなことから、アウトカム指標を偏重しすぎると、事業者の質改善へのモチベー

ションを損なう恐ねンがある。

⑤また、改善しない患者が非難される事態 (Vttull blammg)が生じ得る。
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【図表 9】 評価指標の利用における問題点
1 ) 丁unnel vision

(視野狭窄)

2)Sub―optimization

(局部的最適化 )

3)Myopia
(近視眼的対応 )

MiS―representalon

(不実表示 )

Gamlng

(戦略的対応 )

6)Mis一 interpretation

(誤解釈 )

7)Ossification

(骨化 )

評価指標となるデータ改善のみに集中し、その背景や目

標を正 しく理解 しない現象8英国ではウエイティング・リ

ス ト上の待ち人数を減 らすために、簡単な手術を先に行

い、病院での長期療養が必要となる重症患者を後回しにす

るという行動が発覚 している。視野の狭い対応が全体の効

率性を害する例である。

病院管理者が狭い部分的な目標に過度に集中し、病院組

織全体としての最適な運営を行わないこと。例えば、NH
Sに おいては、日帰 り手術の実施率が高いことは効率的と

評価される。しか し日帰 り手術は、医師への特別な訓練や

専用の医療機器が必要なため、医療資源の負担が大きい。

この時、日帰 り手術を推進するあま り、病院全体としての

医療資源の配分が歪められる可能性がある。

日の前の短期的な目標を追求するあまり、長期的な見地

に立うた運営を行わないこと6例 えば、短期的な収支改善

に目標を集中し、長期的な設備投資や教育投資を怠る等の

問題点が指摘されている。

評価指標がその対象 とする病院活動を完全に表現でき

ないため、その不完全さを突いて病院管理者が、データの

改ざんや虚偽の報告を行う現象。

病院管理上で、評価指標における評価で優位に立つため

に、評価指標の操作のために戦略的な行動を取る現象。例

えばラチエツ ト・エフェク トと言われる現象は、翌年の目

標値が今年度の達成度を基に設定される制度では、今年度

の実績を必要以上に高 く上げないという戦略的な対応を

招 くことが知られている。

データ分析や評価指標の解釈を行 う人材不足等により、

データの正しい評価が行われない、又は誤つた評価が下さ

れる現象。例えば、平均入院日数が優れていても再入院率

が高ければ:十分な治療を行わずに早期退院をさせている

可能性がある:こ の時、平均入院日数のみで病院の評価を

行うと、実情を見誤る可能性が高い。

一度設定された評価指標が硬直化 し、政策目標や外部環

境が変化 しても、見直されないままになる現象。

4)

5)
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5.介護の質の評価で懸念されるアウトカム評価の問題点

アウ トカム評価を介護サービスの質め評価に導入するに当たつては、以下のような点につ

いても考慮が必要である。

①病院における医療の質としては、 「死亡率」や 「合併症率Jな どの項 目をアウトカム評

価の項 目として用いることについて社会的合意を形成するのが容易であるが、介護サー

ビスについては、どのような内容をアウトカム評価の項目として設定すべきかの判断が、

社会的 。文化的価値観の違いや個人の人生観や思想信条の相違に左右されることから、

評価項 目の設定についてコンセンサスを得るのが困難である。     .
②米国におけるQIを指標としたアウトカム評価は、臨床的なデ‐

=夕 に偏重してお り、多

面的な側面を有する介護サービスの=狽1面 しか捉えていないのではないか、との指摘が

ある。

③高齢者は身体・精神機能の悪化 。改善を繰 り返すことが多く、評価する時点によつて全

く異なった判定となりうることから、評価時点の設定が困難である。

④事業所の努力や責任の及ばない要因の影響 (例 えば、家族や本人の努力)に より、高い

アウトカムが得られることがあり、アウトカムが事業所のサービスの質を反映している

とは限らない。

⑤居宅系介護サービスの和l用 者は、様々なサービスを組み合わせて利用している場合が多

く、要介護度や自立度などの指標が改善 したとしても、提供される介護サービスの中の

どのサービスが効果的であったかの判断が困難である。
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第 5章 介護報酬において活用可能な評価項目について

第 3章第 2節で整理 した評価項目のうち、いずれの項 目を介護報酬における評価の対象

として活用することが可能であるか、について整理 した。

整理に当たっては、評価項 目について、

1)ス トラクチャー、プロセス、アウ トカムのいずれに属するか、

五)データはとりやすいか、

面)本l用 者・保険者にとつて理解 しやすいもの、受け入れやすいもの、合理的なものであ

るか、                            ′

といつた観点に留意 した。

各評価項目についての考え方は、以下のとおりである (図 表 8参照)。

(1)安全かつ専門的技術の提供

この分野の評価項 目には、定量的な把握が可能なものと、定量的な把握が困難なものが存

在するが、前者の定量的把握が可能な評価項目については、アウ トカム評価の実施が利用者

にも受け入れやすいものであり、介護報酬上の質の評価を行 う場合には中核的な位置づけに

なるものと考えられる。

一方、定量的な評価が困難な項目については、特に重要な評価項 目に限つて、事業者にお

ける取組のプロセスを評価することが考えられる。

(2)利用者の生活の継続に向けた工夫

この分野の評価項 目は、標準化が困難なものが多く、一般に、定量的な評価になじまない

ものであり、アウトカム評価が困難である。従って、事業者における取組のプロセスを評価

することが考えられるが、標準化が困難な事項について、介護報酬における評価を実施する

ことの是非を含め、具体的な評価方法等については、更に検討が必要である。   
′

(3)地域の保健 。医療 。福祉資源の活用 と連携

この分野の評価項 目については、現時点では定量的な把握が困難であると考えられるこ

とから、保健 。医療・福祉資源 との連携によって対応することが望ましい状況について、

事業所ごとに、これ ら専門機関との連携計画を整備する過程に着 目したプロセス評価を検

討することが適当である。

(4)地域社会への貢献

地域社会の潜在的な介護力の掘 り起こしに向けたサービス等について、事業者 と協力し

て取 り組みを行っている自治体の実態を参考にしつつ、ス トラクチャーやプロセスに着目

した評価を検討することが適当である。

ただし、事業所のサービス利用者が直接的な利益を感 じにくいものであることから、現

時点において介護報酬上の評価を行 うことについては、慎重な検討が必要であると考えら

れる。
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(5)適切な事業運営を確保するための経営資源の評価

「利用者のQOLの 確保」及び 「地域包括ケアの確立」の実現に必要な事業運営を確保す

るための経営資源 (ヒ ト、モノ、カネ、情報)は、介護サービスの質の向上を図る上で基盤

となる要素であるが、必ず しも利用者が直接利益を享受できるものではなく、また、定量的

な把握が困難であることから、原貝Jと して、介護報Elll以外の制度において、ス トラクチャー

又はプロセスに着日した評価を検討することが適当である。

ただし、 「⑤従事者がや りがいを感 じる職場づくり」については、現在、重要な政策課

題となっている介護職員の処遇改善や人材確保に直接資するものであり、現行の介護報酬に

おける「サービス提供体制強化加算」の算定要件の考え方と関連する項 目も含まれること

から、今後、サービス提供体制強化加算の要件等を見直す際に留意すべき項 目であると考

えられる。
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第 6章 結語

介護サービスの質の評価は、その実施によって、ケアの質の向上につなげ、ひいては、介

護保険の理念 (利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにすること)の実現を目指して実施するべきものであるとい う点については、

委員全員の見解が二致した。

しかしながら、多面的な側面を有する介護サービスの質について、どの側面を重視して評

価を行 うべきか、またどのょうな方法により評価を実施すべきであるか、という点について

は必ずしも意見の一致を見ていない。

中で t)、 米国などで用いられている定量的な臨床指標を、わが国の介護サニビスの質の評

価において活用することの妥当性については、検討委員会において大きな議論 となった。客

観的に把握可能であり、かつ、わが国において妥当と考えられるアウトカム評価の指標を早

急に確立すべき (確立が可能である)と の指摘がなされる一方、臨床指標については、多面

的な介護サ=ビ
スの二

側面のみを捉えるものに過ぎず、量的アウ トカム評価に偏重しない質

の評価システムの構築を目指すべきとする意見もみられたところである。

いずれにしても、 1～ 2年 といつた短期間では、体系的な評価システムを構築することは

困難であるため、平成 24年度介護報酬改定においては、データの取 り易さ、理解 し易さ、

受け入れられ易さの観点から、限定的な項目における質の評価の実施に向けて検討を続ける

必要があると考えられる。
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L竿 6甲 (10月 29日 )今後のう哺釜人材:養成θD:と リブデに関子乞様
,「す窒J__石オ喬委婆懃1提出資オ斗 |

今後の介護 襲材養成の事 昨方に関する検討会提轟資拳!

日本介護福祉士会にぬける生涯研修の推進と

IF弁護橿祉士ファースは テップ研修 J

社団法人 日本介護福祉士会 会長 石 橋 真 二

平成22年 10月 29日



1日 本介護福祉士会における生涯研修体系の検討と推進

奎1999(平成11)年 「介護福祉士の生涯教育体系の提案」
整2004(平成16)年 「介護福祉士における

修体系に関する研究」事業報告書
専門性のあり方と研

薗 日本介護福祉士会生涯研修制度として、共通コースとしての「基礎研修プログラム I(
初任者研修)」

「基礎研修プログラムⅡ」「基礎研修プログラムⅢ(実務者レベル研修)」

と、次のステップとしての「管理者」、「特定領域スペシャリスト」、「教育者・研究者」コ
ースを体系づけ。

曇2006(平成18)年 生涯研修制度見直し(次頁図参照 )

重 全社協「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会」(委員長・堀田力
さわやか福祉財団理事長)により議論された、介護職員の能力開発とキヤリア開発を
支援する研修体系のあり方の内容は、本会がこれまで提案してきた生涯研修体系に
沿つており、本会の研修体系のなかファーストステップ研修ヨセカンドステップ研修を位
置づけることとし、再整理を行つた。

」 上位研修等では、「(仮称)認定専門介護福祉士(認知症)」 のモデル事業、「訪間介護
サービス提供責任者研修」「介護実習指導者研修J等の実施、制度上の「認定・言忍証」
の検討、他団体との連携(研修認定)等を検討・実施している。また、2007(平成19)年
には、「生涯研修手帳」を発行して研修履歴とポイントの管理を行い、制度の普及に努
めている。



日本介護福祉士会生涯研修制度図
(平成 19年 10月 )
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日本介護福祉士会における「介護福祉士ファTストステッ
プ研修」の取り組み

・ 平成18年度、静岡県支部で初の試行事業として取り組み

を行い、その後、カリキュラムの再検討、講師養成など実
施。

・ 本会では、今年度も全国展開できるよう普及促進に取り組
んでいる。(平成21年度 17支部で実施)    .

18年度 19年度 20年度 21年度

日本介護福祉士会支部
“
―
― 9 ２イ

ー
ー

７４
１
１

他団体(老施協支部等 ) 6 7 9

実施団体計 ４
Ｅ
Ｅ 15 ９イ

ー
ー 26
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「弁護福祉士ファTス麒 テップ研修」の

.「 ファーストステップ研修」1ま 、実務経験2年程度～ヽ(基礎的な業務に習熟した

介護福祉士)の者を対象。的確な判断や対人理解に基づく「尊厳を支えるケア」

が実践でき、小規模チームのリーダーや初任者等の指導係として任用されるこ

とを期待。そのための知識、技術、視点が学べる研修。

.「ファーストステップ研修」の意義

⇒介護職員としてスタートした時点での経験・能力の違いをこの研修で補完し、

介護職員としての「共通の能力基盤」を確立する。

⇒仲間との学習を通し介護福祉士としてのキャリア形成について展望がもてる

ようにする。

⇒介護福祉士として働く誇りを確認し、早期の離職を防ぐことに貢献する。



,アー癸務ステップ鰈鮨瘍蝸纏圏鼈瞼

①3つの領域で構成され、「講義・演習」と「自職場課題」で構成。
「ケア」領域

(72時限)

②研修内容は「ファーストステップ研修ガイドライン」に標準として「行
動目標」「経験目標」「到達目標」「修了評価のポイント」を明示し、
必要な知識、技術が提供され、実践者に役立つ。

③全国画下の内容ではなく研修実施機関の創意工夫が活かされる。

④研修時間200時限(1時限を45分とすることができる)のうち100
時限(各領域の時限数の半分程度)を「自職場等課題」とし、「講
義・演習」の事前、事後に自習課題等を設けることで、自職場の事
例や諸課題等も用いた実践的な研修が可能。

「連携」領域
(48時限 )

「運営管理基礎」領域
(80時限)



3つの領域を研修し、得ろれる「知 J

1.利用者の全人性 口尊厳の実   2.対 人援助の倫理の実践的理

「ケアJ領域      
践的理解と展開 (16)      解と辱開 (lo)

(72時限)     3.コ ミュニケーション技術の   4.ケ ア場面での気づきと助言
応用的な展開 (16)         (24)

5.家族や地域の支援力の活用   6.職 種間連携の実践的展開

「連携」領域     
と強化 (16)           (16)

(48時限)     7.観 察・記録の的確性とチー
ムケアヘの展開 (16)

8、 中堅職員としてのリーダー   9 セーフティマネジメント
シップ (16)           (16)

基鷲豪ξ配詈誕庁」・ 琴『
決
?た,の

思考す ‖山暑層の「
康ロストレ不の

12.自職場の分析
(16)
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弁護保険制度とリレクしたキャリア支援
介護保険制度上の評価・位置づけの明確化によるキャリア形成のバックアップ(提案 )

介護職員のキャリア形成支援の促進には、介護保険tll度上の評価とつながることが重要
です。それが「介護サービスの質の向上」「介護職員の労働環境の向上」をもたらします。

・「個室・ユニットケア」を行う介護保険施設や「地域密着型サービス(認知

症対応型生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
等)」 の小チーム・ユニットごとに1名 以上のフアーストステップ研修修了者

を常勤配置化に。

・ケアの個別化、小規模化を進め、質の向上を図る一環として、従来型の

介護保険施設、通所系サービス、特定施設入所者生活介護などでも、
ファーストステップ研修修了者をチームリーダーとして任用、常勤配置し、
報酬上評価へ。

・訪間介護事業のサービス提供責任者に、ファーストステップ研修修了者
を常勤で配置し、報酬上評価へ。

10



今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会

平成 22年 10月 29日

600時 間研修に対する職員からの意見

グループホーム麻生 村田 茂

○グループホームの介護従業者を中心にアンケー ト調査を実施。

※一部重複意見はまとめてあります。

(質問)今後、介護福祉士の試験を受験するためには、6月 (600時 間)以上の研修を受けな

ければならなくなります。このことについて、あなたはどのように考えますか。

またか、とい う感 じで、介護職のやる気をなくす。

福祉 とい う業界の壁が厚 くなる感 じがする。

現場はヘルパーで充分機能 している。現場の実際の介護に関係するとは思えない。

そこまで しなければいけないのなら、もう他の仕事をします。

現実的な拘束時間ではない。

600時間掛けて何をす るのですか ?中身について詳 しいことが全然分からない。

実務経験の 3年では何故いけないのですか ?お年寄 りとの継続的な関わ りや信頼関係

の構築、家族 との関わ り等、実際の介護で本当に大切になる事は現場で仕事をして初め

て経験できるものです。学校を出て試験に受かればそれで介護福祉士になれる、とい う

事の方が間違っていると思います。

介護福祉士じゃないと出来ない仕事が、介護には何かあるのですか ?

それで給料が 11が るのですか ?

何でそんな事をするのか理解できない。

それなら受験やめます。これを聞いて、何かもうどうでもいい、つて気持ちにさせ られ

ま した。

資格を取るのが大変になる、とい う以外の詳 しい内容が全然分か らない。とにか く今の

うちに取つておいたほ うが良い、と聞かされただけ。

敷居が高くなる。

今だって行きたい研修があっても勤務の都合でなかなか行けないのに、600時間とかあ

り得ない。

自分が受験 した当時にこの研修があった ら、多分受験そのものをあきらめていた。仮に

今か ら介護福祉士の資格を取らなければならない としたら、多分資格は取 りません。

研修の期間の給与が保障 されないのなら、生活出来ないので受けれません。

6ヶ 月 tぅ 現場を空けた ら、きっと認知症のお年寄 りは自分のことを忘れて しま うと思い

ます。復職 したらまた 1か ら皆 との関係 を作 り直さなければならないと思 うと、現実的

には考えられません。

今後受験 しようと思つていたが、600時間で実費 も掛かると聞いて気持ちが萎えた。



。 受講費用の 2～ 30万円は誰が出してくれるのでしょうか ?自 腹は絶対無理です。会社で

出して貰えるのでしょうか?

・ 介護福祉士だからといつて、実際の業務で何か無資格者 と違いがある訳ではないと思い

ます。逆に福祉で凝 り固まつた人よりも、余程未経験や他業種から転職した等の新人の

方が真っ当な考え方や接し方をしてくれたりします。

, 研修の間は仕事も出来ないし、研修費も払 う余裕はないし、経済的に無理です。この研

修が始まる前に是が非でも合格するしか選択肢はないですね。

・ 自分から勉強をする方ではないので、改めて勉強をする機会が与えられるのであればそ

れは有り難いが、それと受験資格のためだけの研修とは違 うと思 う。受験のための研修

なんて、受験が終わればきれいさつぱり忘れます。

。 研修に行かれてしまうとその間の職員確保はどうなるのか ?頭数さえいれば良い、とい

う仕事ではありませんので。

。 所詮名称独占でしょ。そこまでして受ける価値はない。

。 介護の世界で働きたいと思 う人が更にいなくなるだけだと思 う。

。 いずれは・ 1。 と思つてはいたが、そんなに大変なら資格いりません。無くても別に困

らないし。

。 決まりごとばかりが次々に増えて、お年寄りと向き合 う時間がどんどん削られていく気

がする。もつと楽しい仕事だと思つていたが、どんどん難 しくてつまらなくなつてきた。

以上




